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WSDの取り組む研究テーマ

東北から

再エネや自然との共生を通じて

豊かな地域づくりを考える



自然資源

5

自然との調和

質的指標

経済成長

量的指標

地域が持つ

豊富な自然資源
（再エネ・生物多様性）

いかに保全・活用していくか

再エネ 生物多様性

豊かな
地域

「豊かさ」とは？
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地域が持つ

豊富な自然資源
（再エネ・生物多様性）

いかに保全・活用していくか

2050年度ネット・ゼロに向けた進捗1）

再生可能エネルギーをめぐる状況

：削減目標の道筋 2050年度ネットゼロ
※温室効果ガス排出量実質ゼロ

2030年度の電源構成見通し2）

36~38%
再エネが占める割合

日本は今後も再エネの導入拡大を目指す
出典：1）環境省「2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量（概要）」 2）資源エネルギー庁「エネルギー基本計画」

再生可能エネルギーをめぐる状況

23%（2023年度）
再エネが占める割合
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世界目標

昆明・モントリオール
生物多様性枠組

国家戦略

生物多様性国家戦略

自治体戦略

(例)宮城県生物多様性地域戦略

自然を回復軌道に乗せるため、生物多様

性の損失を止め、反転させる

ネイチャーポジティブネイチャーポジティブ

30by30

2030年までに

陸と海の30％以上を

保全する目標

自然共生サイト

30by30目標達成

に向けて日本が導入した

認定制度

生物多様性に関する目標について
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再エネが抱える問題

地域経済への還元不足

不適切な立地による自然環境や
景観への影響、騒音など

生物多様性が抱える問題

人々の自然への関心の低下

自然が十分に管理・活用されていない

良い再エネの推進 生物多様性の主流化

自然資源の保全と活用の好循環

自然資源の保全と活用の好循環

地域資源を活用し、合意形成を前提として
導入される、地域に貢献する再エネの推進

地域資源が地域の社会経済の基盤として
活用され、生物多様性が守られること



9出典：環境省「ランドスケープアプローチ」

行政区画によって区切ること
ができない自然資源や生態系
（例えば、流域）

前提には…

一定の地域や空間を対象に、土地・流域をベースとして自然環境、土地利用、
人間活動を総合的に扱い、課題解決を導き出す考え方

自然植生

地形

交通 etc…

生物多様性

行政

「地域」とは

ランドスケープアプローチ



10※仙台市は政令市であるが身近な市町村の例として表示

地域の実情を最も把握している

仙台市 「地域」＝『市町村』

「地域」とは
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宮城県

『都道府県』は市町村を取りまとめる

面としての役割

「地域」とは
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宮城

『県』は点と点を取りまとめる面としての役割

『国』は活動の方向性や前提条件を

「法律」や「制度」として定める役割

説明長い

基盤を整える
＝方向性を示す

「地域」とは
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青森

岩手

宮城

福島

山形

秋田

出典：『日本経済新聞』2025年12月8日付

全国レベルの問題
⇩

『自分事化』
していく意識

東北は「再エネや自然との共生」課題先進地



第2章 政策提言
総論

なんの総論やねん

（ヒアリングから導き出された・・・的なことは伝えてお
いてよいのでは？）

政策提言

総論

02

14



地権者

地域住民

行政

他団体

NPO等
識者

金融

事業者
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• 大崎市鳴子温泉郷
• 福島市先達山周辺
• 仙台市秋保地区
• 由利本荘・にかほ市住民組織

• 環境省東北地方環境事務所
• 林野庁仙台森林管理署
• 宮城県、福島県、秋田県、青森県、

山形県、静岡県、岐阜県、福井県、
• 愛知県、仙台市、福島市、秋田県に

かほ市、岩手県宮古市、宮城県美里
町、宮城県南三陸町、佐賀県唐津市

• EPO東北
• 地域地球温暖化推進センター（青森、

秋田、宮城）
• 日本自然保護協会
• 南三陸地域イヌワシ生息環境再生プ

ロジェクト協議会
• 南三陸サステナビリティセンター

• 弘前大学教授
• 東北大学教授（2名）
• 宮城大学教授
• 東北大学COI-NEXTネイチャーポジティブ

発展社会実現拠点
• 長野県環境保全研究所

• 静岡銀行

• 林業会社（２社）
• バイオマス発電企業（３社）
• 風力発電企業
• 地域新電力
• 非住宅木造施設（保育園）
• 温泉熱利用施設（民宿）

※各組織の正式名称とヒアリング時期、セミナー参加時期などの詳細は参考資料に記載しています

WSDのヒアリング先

• 東北大学
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出典：ラムサール・ネットワーク日本HPレポート「宮城県の鳴子温泉郷周辺
に計画中の7つの大規模風力発電事業の問題点」2022年05月01日

仙台市

大崎市

栗原市
鳴子温泉郷周辺で計画されていた風力発電事業

【ケース】(仮称)六角牧場風力発電事業の概要



17出典：一般財団法人日本熊森協会HP

【事業の基本情報】

【計画概要】

場所 宮城県栗原市
大崎市（約449ha）

事業者 川渡風力発電（株）

地権者 東北大学（六角牧場敷地）

目的 遊休地の活用と再エネ導入

⚫ 最大出力は70,000kW
（3～6MW級 × 最大24基）
⚫ 近隣にも同様に複数の風力発電計画

あり
⚫ 県の示すゾーニング適地

公募ではないのでは
「風力発電の適地」

【ケース】(仮称)六角牧場風力発電事業の概要

ゾーニングでは適地と
いってもいいのでは？



主体
鳴子温泉郷のくらしと
これからを考える会

鳴子温泉郷観光協会副会長 

（川渡観光協会会長）
東北大学財務部 風力発電事業者

立場 反対派 中立寄り 地権者 再エネ事業者

主張
関心は
「景観・生活環境・健康被害」

「まずは話を聞き、メリット・
デメリットを比較すべき」

「遊休地を公共性の高い形で有効
活用し、将来へ継承していきた
い」

ヒ

ア

リ

ン

グ

内

容

（

状

況

と

主

張

）

【状況】
⚫ 山並みや温泉地としての景観に強

い価値を置いている
⚫ 地元出身者以外の移住者が多く、

価値観の背景も多様
⚫ 当初、地元住民の風力計画認知は

低かった

【主張】

⚫ アセスにおける環境への影響
の説明が「一方的」だと感じ
た

⚫ 反対ありきではなく、情報不足と
不信感が積み上がった

【主張】
⚫ 住民の議論が感情的になりが

ちで冷静な対話の場が少な
かった

⚫ 個人的には「完全反対でも完
全賛成でもない」

⚫ 温泉地としてのブランド維持
は大切

⚫ ただし観光と組み合わせるな
どの活かし方があれば否定は
しない

⚫ 一度地域にもたらされる
利益について事業者から
話を聞いてみたかった

【状況】
⚫ 震災後、六角牧場が放射性物質の影

響で遊休地化
⚫ 遊休地の有効活用のため公募をかけ、

結果として風力発電事業のみ応募が
あり、信頼と実績のある川渡風力発
電を選定

⚫ 県のゾーニングマップ上では再エネ
適合地

⚫ 土地利用は“研究用地”ゆえ普段は一
般開放せず

※事業・事業者選定に係る価値判断は
「土地利用」と「適正な手続き」が中
心

発言は適宜整理・要約しています。 18

【ケース】各ステークホルダーの主張
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 立地が重要な温泉地・景勝地であったため、地域の「暮らし」「自然」「観光資産」という多様な価値と、再エネ
推進の「環境価値」とビジネスとしての価値が激しく交錯

 いずれの立場にも合理性が認められるが、価値の優先順位が共有されず、対話が“かみ合わないまま”計画が収束し
た。情報不足と不信感が積みあがった印象

出典：1）大崎市長の見解はhttps://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01481/ 等ネット上のニュース記事から

本事業の帰結

・エネルギー正義の三本柱（分配的正義、手続き的正義、認識的正義）
・社会的受容の概念（①社会・政治的受容／②地域的受容／③市場的受容）
※本巣芽美さんの再生可能エネルギー大規模導入に向けた住民との合意形成と社会的受容の論文のフレーム

2022年7月頃 2022年12月頃 2023年1月頃 2024年10月頃

宮城県がゾーニング
マップの撤回

大崎市長
反対の意向1）

栗原市長が
反対表明 事業断念

本事業の考察

再エネや自然を通じた豊かな地域づくりのためには、各ステークホルダーがお互いの主張を十分に理解したうえで、
対立する利害を整理し、条件を調整するプロセスや住民意見を事業条件や計画修正に反映させる仕組みが必要

【ケース】本事業の帰結と考察

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01481/


手続的公正性 信頼関係の醸成 分配的公平性

内容
決め方・話し合いのプロセス
は公正だったか

行政・事業者・住民の間に信
頼はあったか

利益と負担は、地域にとって
納得できるか

ヒアリング
で確認され

た事項

⚫ 住民：アセス説明が一方的だ
と感じた

⚫ 事業者・地権者：適正な手続
きで誠実に進めたい

⚫ 事業者：行政の関与が曖昧だ
と調整が難航する

⚫ 住民反対派：地域のメリット
が見えない

⚫ 住民中立寄り：観光と組み合
わせる活かし方などあれば否
定はしない

ニーズ ⚫ 参加による納得感の設計 ⚫ 行政が交通整理役を担える
⚫ ゾーニングによる段階的合意

形成促進と対話の枠組み

対応する
提言

出典：1） 村山武彦「再エネ政策と地域の合意形成」『環境法政策学会誌』（26）.2023. pp.21-25

良い再エネを進めるフレーム1）

提言１：促進区域設定に係
る市町村負担の軽減

提言２：地域センターへの
合意形成支援機能の追加

提言３：自治体職員の育成

提言７：自治体職員の
継続性と能動性

20
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自然に対する働きかけが縮小することによる生物多様性への負の影響
再エネのオーバーユースとの対比で
アンダーユースのみ出す

出典：１）国土交通省「霞ヶ浦流域治水プロジェクト」 ２）：林野庁『令和6年度 森林・林業白書』

生物多様性の問題意識（アンダーユース：underuse）

時の太さ

里山の薪炭林等はかつて人の生活に不可欠なものとして維持されていたが、近年は人の働きかけが減少
→ 人の働きかけにより整備される環境に依存していた動植物が減少
→ 耕作放棄地の増加等により野生鳥獣の個体数が増加・分布域が拡大し、生態系への悪影響や農林業
被害の深刻化といった問題が発生２）

アンダーユースの状態１） 維持されるべき状態１）

・里山の薪炭林や農用林などの二次草原は、かつて燃料や農業用資材の供給源として人の生活に不可欠な存在であり、明るい環境
に依存する種の生育・生息環境も形成してきた。しかし近年では、人の働きかけの縮小により、特有の生物多様性の消失が懸念さ
れている。
・耕作放棄地の増加などを背景に、野生鳥獣の個体数増加や分布域の拡大が進み、生態系や農林業への被害が生じている。

里山の薪炭林や農用林等の二次草原は、か
つては燃料や農業用資材の供給源であり、
人の生活に不可欠なものとして維持され、
同時に明るい環境に依存する種等の生育・
生息環境となっていたが、近年では、人の
働きかけが縮小することにより、特有の多
様性の消失が懸念されている



22

ヒアリ
ング先

環境省
東北地方環境

事務所

宮城県
自然保護課

（公財）
日本自然
保護協会

（一社）南三陸サ
ステナビリティセ

ンター

太齋彰浩さま

長野県
環境保全
研究所

弘前大学
山岸洋貴
准教授

主体 国 県
活動団体、

中間支援組織
中間支援組織 研究機関 研究機関

主張

⚫ 経済活動、災
害対策、企業
の ESG 、 地 域
住民参加など
多方面からの
アプローチが
必要

⚫ ネイチャーポ
ジティブの概
念の認知度や
社会全体での
理解不足が施
策推進の阻害
要因となって
いる

⚫ 市町村で目標設
定に使える生物
多様性の情報が
ほとんどない

⚫ 中間支援を行う
地域生物多様性
センターが機能
していない

⚫ 地域に研究員
がいることで
多くの動植物
が見つかり、
地域の種の多
様性が増える
ことにつなが
る

⚫ 地域の人たち
が守りたい自
然の把握も重
要

⚫ 市民調査員の
減少と高齢化
が起きている

⚫ 生物分布に関
する情報が不
足している

⚫ 市町村に核と
なる専門家が
いない

キー
ワード

統合的な解決 認知度向上
情報整備
中間支援

専門家の存在
市民の想い
調査員不足

情報整備
専門家不足

生物多様性情報の不足ヒアリングから見えてきた課題
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ヒアリ
ング先

福島県中小企業家
同友会

県環境委員長

大内政雄さま

南三陸地域
イヌワシ生息環境
再生プロジェクト

協議会

東北大学COI-

NEXTネイチャー
ポジティブ発展
社会実現拠点

宮城県
水産林政部
林業振興課

（株）

KURIMOKU

主体 企業 活動団体 中間支援組織 県 林業事業者

主張

⚫ 企 業 を 巻 き 込 む
上 で は ボ ラ ン
テ ィ ア だ け で は
長続きしない

⚫ NPのトレンドに
は 新 し い ビ ジ ネ
ス チ ャ ン ス が 絶
対に入っている

⚫ 企業と安定的に
接触できるプ
ラットフォーム
が欲しい

⚫ 地元の企業と繋
ぎたい

⚫ 現在は点の取り
組みにとどまる
ものが多いが、
地域で連携体制
ができていかな
いといけない

⚫ 木 材 に 関 し て 、
住 宅 以 外 の 新 た
な 活 路 を 見 出 す
ことが急務

⚫ 木 造 建 築 に 対 応
で き る 技 術 者 育
成 を 強 化 す る 方
針

⚫ 地 域 内 で の 木 材
の カ ス ケ ー ド 利
用 が 森 林 資 源 と
地 域 経 済 の 活 性
化につながる

キー
ワード

企業連携 企業連携 主体間連携
多方面木材活用

専門家育成
資源活用

木材の活用不足

主体間の連携不足

ヒアリングから見えてきた課題

枠線
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課題 生物多様性情報の不足 主体間の連携不足 木材の活用不足

ヒアリング
で確認され

た事項

⚫ 市町村レベルでの動植物の情報
の乏しさ

⚫ 地域住民の自然への想いの把握
の重要性

⚫ 地域で生物調査を行う専門家の
不足

⚫ 今までの環境保全は特定の人々
の熱意と公的資金に依存

⚫ 生物多様性に取り組む環境保全
団体の多くは資金難と担い手不
足に直面

⚫ 企業を代表とする民間セクター
の参画は環境保全活動の強い助
力

⚫ 持続可能な森林資源の循環に向
けた木材カスケード利用の重要
性

⚫ 木材の住宅以外の活路拡大の重
要性

⚫ 木造建築に対応できる技術者の
不足

⚫ 木質バイオマスにおける情報整
備の不足

ニーズ

① 地域の自然環境についての情
報の整備

② 市民の生物多様性保全への参
画による情報収集

① 事業者が民間団体や地方公共団
体と協力した活動の展開の促進

② 環境保全団体を支援する体制づ
くり

③ 地域の中間支援組織の能力発揮

① 森林の多面的機能の維持
② 資源の最大限の活用
③ 森林の地域資源としての活用

を通した地域経済への寄与
④ 県産材の需要拡大

対応する
提言

アンダーユースをめぐる課題

提言4：生物多様性マップの作
成、地域生物多様性センター

提言5：自然共生サイトと地域
企業とのマッチング

提言6：地域全体での木材の
段階的な利用
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＜自然環境＞
→バランスが保たれ、持続可能であること

地域が主体となって
合意形成がされている

＜社会・人＞

要素②

地域経済にとって利益に
なっている

＜経済＞

要素①

＜ガバナンス＞

それらを支える行政や
仕組みが機能している

要素③

豊かな地域に向けた3要素



政策提言

各論

03
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手続的公正性 信頼関係の醸成 分配的公平性

内容
決め方・話し合いのプロセス
は公正だったか

行政・事業者・住民の間に信
頼はあったか

利益と負担は、地域にとって
納得できるか

ヒアリング
で確認され

た事項

⚫ 住民：アセス説明が一方的だ
と感じた

⚫ 事業者・地権者：適正な手続
きで誠実に進めたい

⚫ 事業者：行政の関与が曖昧だ
と調整が難航する

⚫ 住民反対派：地域のメリット
が見えない

⚫ 住民中立寄り：観光と組み合
わせる活かし方などあれば否
定はしない

ニーズ ⚫ 参加による納得感の設計 ⚫ 行政が交通整理役を担える
⚫ ゾーニングによる段階的合意

形成促進と対話の枠組み

対応する
提言

出典：1） 村山武彦「再エネ政策と地域の合意形成」『環境法政策学会誌』（26）.2023. pp.21-25

良い再エネを進めるフレーム1）

提言１：促進区域設定に係
る市町村負担の軽減

提言２：地域センターへの
合意形成支援機能の追加

提言３：自治体職員の育成

提言７：自治体職員の
継続性と能動性
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各論

政策提言１

再エネの促進区域制
度に係る市町村負担
の軽減

28



現状 課題

課題

29

市町村に偏った促進区域設定から、国、都道
府県、市町村という各階層で段階的に合意形
成を進めていくモデルへの変更が必要
➢ 2024改正温対法が市町村負担の軽減を図っ

たことから、政策動向とも合致している

⚫ 都道府県基準をマップ上に可視化すること
で、市町村がゾーニングマップを作成する
土台を整え、地域での合意形成を促進する

⚫ 促進区域設定や個別事業認定に係る負担を
市町村に丸投げせず、都道府県が手続き面
による負担を一定程度担い、促進区域の認
定数増加、地域脱炭素の実現に繋げる

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対
法）に基づく促進区域、その他法律や条例で
定める再エネ推進のための区域等について

⚫ 温対法の促進区域は策定数が未だ少ない
⚫ その原因として、促進区域設定や個別事業

認定における手続きが煩雑であり市町村の
負担が重くなっていることが考えられる

① 市町村が促進区域設定に係る素案の作
成から、協議会での協議まで全て行う

② 個別事業認定にあたり、市町村が事務
局となる協議会での協議を経ることが
必須となっている

③ 関係法令のワンストップ化を事業者に
代わり市町村が担っている

御手洗先生
そもそもなぜゾーニングが必要なのか

しゃがばうすい
文字の強調する

提言1促進区域制度における市町村負担の軽減

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済
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提言の意義

地域（都道府県・市町村）が主体となり、「地域の未来を地域自らが決める」１）ための
有効な基盤を整える

良い再エネの推進
出典：1）青森県環境政策課様などのヒアリングより

提言先 環境省

政策手段 温対法改正

提言内容：促進区域制度における市町村負担の軽減

提言1-1 都道府県レベルのゾーニングマップの作成

提言1-2
促進区域設定・再エネ事業認定に係る手続きの条例による代替を可能
にする

提言1【総括表】促進区域における市町村負担の軽減
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青森県共生条例について
県内をあらかじめ保護地域、保全地域、
調整地域に区分する
• 保護地域（原則不可）
• 保全地域（原則不可も、認定次第で

共生区域となりうる）
• 調整地域（保護、保全地域以外の全

域）
• 共生区域（自然・地域と再エネが共

生できると認定されたエリア）

⇒共生区域認定は、市町村協議会の検討
の後、市町村からの申し出を受け、
知事による認定が必要となる。なお、
県はこの協議会への財政的・人的支
援を行う

出典：青森県「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要」

提言1青森県共生条例におけるゾーニングマップについて



➢ 青森県共生条例、徳島県による都道府県基準のマップ化、熊本県による風力ゾーニング事業

➢ ゾーニングマップは、現状地域との合意形成に資する最良の手段であるから、都道府県段階での合意
を整えることにより、市町村段階での合意である促進区域設定の基盤が用意される

➢ 農山漁村再エネ法のような、その他法律や条例に基づく再エネ推進を図る区域・事業の増加につなが
りうる

➢ 都道府県基準の可視化を法律で義務付ける
※ 都道府県基準とは、ゾーニングマップ作成にあたり、国の基準（環境省令）を踏まえて、都道府県が

地域独自の社会的自然的条件に即し、除外すべき地域と配慮すべき地域を示したもの/マップ上に可視
化はされていない

※ 温対法に基づく地域センターによる市町村段階のゾーニング作成支援を行う（提言2）

32

ヒアリング先意
見：
秋田県にかほ市：
環境省のモデル事
業として、ゾーニ
ングマップ事業の
成功例とされるが、
環境省の財政的・
人的支援あっての
もの。市単独では
到底できない事業
である。
秋田県、青森県：
県として、市町村
を支援しないと、
温対法に規定され
る市町村目標の策
定などは到底でき
ない。具体的には、
市から専門家を派
遣すること、協議
会への費用を補助
することを進める。

提言内容

期待される効果

先行事例

提言1ｰ1都道府県レベルのゾーニングマップの作成



33出典：青森県「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要」

青森県共生条例について
県内をあらかじめ保護地域、保全地域、
調整地域に区分する
• 保護地域（原則不可）
• 保全地域（原則不可も、認定次第で

共生区域となりうる）
• 調整地域（保護、保全地域以外の全

域）
• 共生区域（自然・地域と再エネが共

生できると認定されたエリア）

⇒共生区域認定は、市町村協議会の検討
の後、市町村からの申し出を受け、知
事による認定が必要となる。なお、県
はこの協議会への財政的・人的支援を
行う

提言1ｰ1青森県共生条例におけるゾーニングマップについて



➢ 青森県共生条例

➢ 促進区域設定、促進区域内の個別事業に係る協議会の運営主体であった市町村の負担が軽減される
➢ 手続き面において市町村の負担が軽減することで、市町村が今よりも主体性を発揮して、再エネ導入に関し

て地域のあり方や合意形成に専念できる

➢ 促進区域設定や個別事業認定に係る手続きの条例による代替を可能にする
※ 例えば青森県条例で代替することにより、区域認定や事業者認定に県が関与することで、市町村の負担が軽

減できる
※ 温対法上の促進区域が持つ指定法令のワンストップ化、環境アセス配慮書の免除については、温対法及び条

例の趣旨・内容に鑑みて、協議により判断する

34

促進区域設定・個別事業認定に係る手続きの条例による代替を可能にする

内容：温対法に基づく促進区域の設定は
滞っている状況にある。その一因と考えら
れるのが、促進区域設定に伴う協議会で協
議ではないかと考えられる。本協議会は、
市町村が促進区域を設定する際に、必ず協
議をしなければならず、そこが市町村に
とって「煩雑である」と捉えられる要因で
ある。
これを克服するため、青森県共生条例では、
市町村負担を軽減し、（知事が温対法の促
進区域にあたる）共生区域の設定に知事が
大きく関わり、市町村は地域の意見を集約
し、知事に伝えることに専念している。
本提言は、温対法の促進区域設定にあたる、
各都道府県条例で定めた区域を、促進区域
と同等の意味を持たせることとする。地域
独自の、地域の自主性を促すことという意
味合いからも条例の策定を推奨し、温対法
に規定する協議会を用いた協議自体の改変
を要望するものではない。

提言内容

期待される効果

先行事例

提言1ｰ2促進区域制度に係る手続きの条例による代替



各論

政策提言２

地域地球温暖化防止活動
推進センターへの
合意形成促進機能の追加

35



現状 課題

課題

36

 考察

住民参加の場が「情報提供」「意見聴取」を形

式的に担保するものと事実上なってしまってい

る

提言2地域センターにおける合意形成促進機能の追加

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済

各ステークホルダーがお互いの主張を十

分に理解したうえで、対立する利害を整

理できるような、建設的な意見の交
換ができる場づくりが必要である

 現行制度上、再エネ事業における住民参加

の場が設置されている

行政 公平性により介入は困難

事業者 時間・コスト的制約

住民 事業者、行政に対する不信・不満

 しかし、住民側からは事業者や行政に対し

て不信感・不満が募り、地域共生型の再エ

ネ導入に繋がらない場合が見られる

例）再生可能エネルギー特別措置法では、再エネ事

業を実施する事業者が国から事業計画の認定を受け

るための要件の一つとして、地域住民等を対象とし

た説明会の開催が義務づけられている
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主体 状況・立場

行政
• 法令に基づき客観的に許認可を判断する立場にあり、特定の事業者や住民グループ

に偏らない公平性が求められるので、個別事業に意見を述べることは困難

事業者

• 環境影響評価や許認可手続きなどに多大なコストを投じている

• 説明会は過剰な規律である

• 近隣住民の好き嫌いにより、再エネ発電事業の実施の可否が決まるのは、公平性に

欠ける

住民

• 事業者に対しては、説明が不十分である、説明が一方的であるといった指摘がある

• 行政に対しては、面倒な問題には関与しようとしていない、といった認識が示され

ている

不満や不信感が示されている

出典：各種ヒアリング、資源エネルギー庁「「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン（案）及び廃棄等費用積立ガイドライン の改正案」に関する意見公募の実施結果について 」からWSD作成

提言2【現状】住民参加を取り巻く各関係者の考え

出典 英語表記で正しくね（年次いれてない）

出典



現状 課題

課題
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 考察

住民参加の場が「情報提供」「意見聴取」を形

式的に担保するものと事実上なってしまってい

る

提言2

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済

各ステークホルダーがお互いの主張を十

分に理解したうえで、対立する利害を整

理できるような、建設的な意見の交
換ができる場づくりが必要である

 現行制度上、再エネ事業における住民参加

の場が設置されている

行政 公平性により介入は困難

事業者 時間・コスト的制約

住民 事業者、行政に対する不信・不満

 しかし、住民側からは事業者や行政に対し

て不信感・不満が募り、地域共生型の再エ

ネ導入に繋がらない場合が見られる

例）再生可能エネルギー特別措置法では、再エネ事

業を実施する事業者が国から事業計画の認定を受け

るための要件の一つとして、地域住民等を対象とし

た説明会の開催が義務づけられている

地域センターにおける合意形成促進機能の追加
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地域センターにおける合意形成促進機能の追加

「地域地球温暖化防止活動推進センター」への関係主体の再エネへの合意形成促進
業務の追加（温対法38条の改正）

①再生可能エネルギー事業に係る説明会、および②ゾーニングの実施に係る説明会
等において、地域住民、事業者、行政などの関係主体の相互理解を促進するために、
地域センターがファシリテーター等を派遣する業務を新たに付与

◎中立性について
 温対法38条に「行政・事業者・住民のいずれに

も偏らない中立的立場で合意形成支援を行うこ

と」を明記

 センターの評価や指定更新に住民・事業者から

のフィードバックを反映

◎ファシリの派遣にかかる費用
 事業者と国、都道府県の両者で負担

※補助率が９/10から5/10に低下したが、この業務

により追加的収入源の確保が可能、

提言2

「全国地球温暖化防止活動推進センター」への上記業務追加に伴う支援業務の追加

各地域センターを支援する全国センターは、ファシリテーターに係るノウハウの蓄

積や人材育成といった支援業務を行う
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地域センターにおける合意形成促進機能の追加

◎地域センターの指定（38条1項）
 都道府県又は政令指定都市が指定できる。

（47都道府県、12市）
 指定先は非営利団体など

◎機能（38条2項）
① 事業者・住民への啓発・広報
② 地球温暖化防止活動推進員・民間団体の支援、生

活に関する排出削減策についての相談・助言
③ 生活実態に基づく温室効果ガス排出の調査・分析
④ 調査結果を住民に提供して活動促進
⑤ 地方公共団体実行計画の達成に必要な協力

⑥ あ

⑥  ⑦上記に付随する事業

地域センターが地域の中立的立場から行政・住民・
事業者間の協働を支援する機能

◎全国センターの指定（39条1項）
 環境大臣が全国で1つだけ指定できる。
 現在の指定先は「一般社団法人地球温暖化防

止全国ネット」

◎機能（39条2項）
① 複数都道府県にわたる啓発・広報活動、民間団体

の温暖化防止活動の支援
② 日常生活における排出削減方策の調査研究
③ 温暖化および対策に関する調査研究、情報・資料

の収集・分析・提供
④ 製品・役務の排出量情報の収集・提供
⑤ 地域センターの事業について連絡調整を図り、及

びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに
地域センターに対する指導その他の援助を行うこ
と。

⑥ 上記に付随する事業

提言2

再エネ事業に係る関係者間の合意形成の促進

既存条文を活用
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ファシリテーターの具体的な動き

ファシリテーターの仕事 具体的な内容例

①参加者全員に、話し合いの到達目標を共
有

本日の到達目標（例：論点の明確化、懸念事項リストの作成、
事業者に求める追加資料項目の整理 など）をホワイトボード等
で可視化

②意見を平等に聞く
専門的な言葉が住民に理解されているかを都度確認し、必要に
応じて言い換えを依頼する

③発言のエッセンスをキーワードで受け止
め、確認

住民の発言を、事業への懸念点・質問・要望などのカテゴリー
に分け、板書・モニターで全員に共有する

④建設的な提案を求める
事業者に対し、住民が求める追加資料や検討項目を具体化する
よう導く

⑤提案の取りまとめ、参加者の合意を得て、
結論を確認

説明会で出た意見を「懸念事項一覧」「追加説明の要求リス
ト」などに整理する

出典：桑子敏雄「社会的合意形成のプロジェクトマネジメント」を参考にWSD作成

提言2

注目してほしいところ
（よんでいるところ）強調して

特定の結論や合意内容を誘導することではなく、参加者間に存在する意見の相違が可視化され、公平かつ透

明な形で整理・共有される「合意形成のプロセス」を保障する点にある
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壁打ち
図を小さく
未ぎっかわに
①②③を書く
点線と実線の使い分け

1①ファシリテーションの
派遣申請

事業者は地域センターに
対し、ファシリテーター
の派遣を申請。住民側が
事業者が事業者へファシ
リを要望することも可能
とする

提言2
個別事業説明会の場合

住民 事業者

地域地球温暖化防止活動推進センター

ファシリ派
遣の要望可

説明会

ファシリテー
ションの

派遣申請

1

1

◎事業スキーム

①ファシリテーションの派遣申請

事業者は地域センターに対し、ファシリ
テーターの派遣を申請する（任意）。住
民側が事業者が事業者へ地域センターに
よるファシリテーションを要望すること
も可能とする。

全国センター国・県

補助金 人材育成等
の支援
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壁打ち
図を小さく
未ぎっかわに
①②③を書く
点線と実線の使い分け

仲裁・あっせん

1

提言2
個別事業説明会の場合

住民 事業者

説明会

ファシリテー
ションの

派遣申請

1ファシリテー
ションの

実施

2

ファシリ派
遣の要望可

地域地球温暖化防止活動推進センター

◎事業スキーム

①ファシリテーションの派遣申請

事業者は地域センターに対し、ファシリ
テーターの派遣を申請する（任意）。住
民側が事業者が事業者へ地域センターに
よるファシリテーションを要望すること
も可能とする。

②ファシリテーションの実施
人材は地域センター内部に所属する者。
内部で確保でいない場合は、ファシリ
テーションを専門とする団体等の外部人
材を派遣する。

全国センター国・県

補助金 人材育成等
の支援
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提言2

◎中立性について
 運用面

センターの評価や指定更新に住民・事業

者からのフィードバックを反映（③）

 制度面

温対法38条に「行政・事業者・住民のい

ずれにも偏らない中立的立場で合意形成

支援を行うこと」を明記

◎ファシリの派遣にかかる費用
 事業者と国、都道府県の両者で負担

※補助率が９/10から5/10に低下したが、

この業務により追加的収入源の確保が可

能

FBってなんやねん
ふぃーどばっく

個別事業説明会の場合
全国センター

住民 事業者

国・県

補助金

説明会

人材育成等
の支援

ファシリテー
ションの

派遣申請

1
ファシリ

テーション

の評価

ファシリ
テーション

の評価

3 3

ファシリテー
ションの

実施

2

ファシリ派
遣の要望可

地域地球温暖化防止活動推進センター
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市町村ゾーニングの場合
 概要
市町村ゾーニングの合意形成の場面に
地域センターが関与
①ファシリテーターの派遣
②専門家の派遣

 目的
通常市町村が主体となって行っている
が、市町村負担や住民の理解促進を図
るため、地域センターがファシリを担
えるようにする。

提言1

この説明会はただ「説明」するにとどま
らず、ワークショップや勉強会といった
形式も考えられる
地域センターが今まで培ってきた普及啓
発イベント等でのノウハウを活用できる

提言2

市町村ゾーニングの場合
全国センター

住民 事業者

国・県

補助金

ゾーニング説明会（主催：

人材育成等
の支援

地域地球温暖化防止活動推進センター

市町村

ファシリテー
ションの

派遣申請

その他

ファシリテー
ションの

実施

専門的助言

◎事業スキーム
 概要

市町村ゾーニングの合意形成の場面に地

域センターが関与

①ファシリテーション

②専門的助言

 目的

通常市町村が主体となって行っているが、

市町村負担や住民の理解促進を図るため



各論

政策提言３

再エネ人材育成
プログラムの新設
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現状 課題

課題
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①再エネ施策は広範な知識が必要だが、知識習得がで
きていない
（市町村計画作成の為の法制度等の専門性）1）

②自治体が地域と再エネ事業者との繋ぎ役を果たして
いない（調整役としての知識や経験）2）

③公共施設や公共有休地への再エネ利活用
（PPPやZEB化などの再エネ利活用の知識）3）

④管理職に専門的知見の不足により一般職員からの提
案が拾われにくく、政策実現に繋がっていない
（再エネ施策の業務推進における総合的知識）4）

⑤自治体職員は、研修を受けたいが日常の実務に追わ
れている（専門的研修の受講体制整備）４)

出典：1）宮古市役所ヒアリング 2）由利本荘・にかほ市の風力発電を考える会ヒアリング 3）一般社団法人ＬＥＩヒアリング 4）宮古市役所、秋田県内 自治体職員ヒアリング

自治体職員が、再エネ施策における様々なス
テークホルダーとの関わりの中で協働を果たす
ことができる『再エネ分野の広範な知見習得」
の研修を展開する

・自治体職員が専門的知識を体系的に習得する

・再エネ事業において事業者と地域との調整機能を担
う専門性を担保する

・自治体内部からの専門性獲得による、再エネを通じ
た地域経済循環を支援する

・政策実現に重要な管理職の専門的知見を育成する

・研修受講の動機形成と職務適合性の基盤を構築する

【課題表現的に変更するのであれば】

•自治体職員が専門知識を体系的に習得する
•再エネ事業における事業者と地域の調整機能を担保する
•再エネを通じた地域経済循環を、自治体内部の専門性で
支える
•政策実現を担う管理職の専門的知見を育成する
•研修受講の動機形成と職務適合性を高める

◆永島先生のご指摘
・資料の説明の仕方について：1ページずつ説明しているけど、
各ページの現在地をしっかり説明しておくとよいのでは？
・現状と課題の書き方が統一されていない、混在している
（現状は・・・ができていない）
（課題は・・・を・・する）

書いてあることと
話の内容に乖ズレがあり
聴衆側は、追うのが大変

再エネ推進における自治体職員の現状と課題 提言3

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済
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『再エネ分野の広範な知見』 イメージ図

WSD作成

提言3
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提言3

【総務省 自治大学校】
地方公務員に対する高度な研修を行い、その資質を向上するとともに、勤務能率の発揮及び増進を図り、もって
地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を期することが目的
将来の地方自治体を担う幹部候補生が幹部として必要な政策形成能力及び行政経営能力、そして、公務員として
の使命感及び管理者意識の育成
➀第1部課程（4か月半） ②第2部課程（2か月半） ③第1部・第2部特別過程（1か月）④第３部課程（1か月）

【環境省 環境調査研修所】
主に環境行政の企画・立案・規制 等の運用に携わる国及び自治体の職員を対象に、環境省の所掌事務について、
当該業務の遂行に必要な専門的知識、技能習得の育成
（自治体職員向けは3日～30日が12コース・オンライン併用）

【林野庁 森林技術総合研修所】
森林・林業基本計画に基づく森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展、林産物の供給及び
利用の確保に関する施策並びに、森林経営管理制度の円滑な運営に関する施策等を推進するために必要な知識及
び技術を備えた技術者等の育成
（自治体職員向けは2泊3日型、4泊5日が多く約50コース・オンラインあり）

国の脱炭素に関する自治体職員向け研修を開講する主な機関
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提言先：総務省 自治大学校など(省庁連携研修も想定) 対象者：一般職員、幹部職員   

再エネ分野の広範な知見習得に向けた
「再エネ人材育成プログラム」新設

【一般コース】

 ①基本的な制度の習得
•  地球温暖化対策推進法の概要や関連法令基礎
• 再生可能エネルギーの種類、特徴
•  脱炭素社会の国際的潮流と国内政策

②実務での制度設計理解、計画策定への参画力涵養
•  促進区域制度の仕組みと自治体の役割
• 地域資源調査の方法（ゾーニング、潜在性評価）
•  住民参加型合意形成の手法

③実際の事業運営知識の習得、現場活用スキルの獲得
•  公有財産の活用とPPP（官民連携）の基礎
• 事業計画認定の流れと事務手続き
• 成功事例のケーススタディ

 合計研修期間：概ね３か月(オンライン+集合)
 ※(例)宿泊研修1か月+演習は週1回(1泊2日)を8週

【幹部コース】

①自治体の再エネ戦略に反映できる基盤の形成
•  GX(特に再エネ)の概念と自治体経営への影響

②自治体全体の戦略策定、制度設計の主導能力を養成
•  地域脱炭素ロードマップの策定手法
•  財政、法制度面の制度設計(公有財産、条例等）
•  官民連携モデルの設計(PPP/PFI、地域新電力）

③政策責任者として、事業を推進できる実践力の獲得
•  自治体主体の再エネ事業における企画・調整

（系統接続、環境影響評価）
•  脱炭素施策の効果測定とPDCAサイクル運用

 
合計研修期間：概ね１か月(オンライン+集合)

 ※ (例)集合及び演習を週1回(1泊2日)を4週

＋【政策形成演習(一般コース向け)】 ＋【政策形成演習(幹部コース向け)】

提言3

文字が多い。
注目してほし
いところを目
立たすか
文字を削って
もいいのでは
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【研修を通じて期待される効果】

・専門的知見及び実践的経験の習得による政策形成の実行可能性向上
併せて、「良い再エネ」による地域課題解決の推進

～各ステークホルダーとの協働に対応した研修～

◆制度リテラシー
（再エネ特措法・アセス・条例の勘どころ）

・自治体裁量で、国のルールかを判断できる
・住民説明の“最低ライン”を理解できる
・専門家からの提案の「実現可能性」を聞き
分けられる

◆地域社会・ローカルナレッジの把握

・地元住民の“歴史的背景”や“利害関係”
・過去の対立や紛争経験
・重要人物（キーパーソン）の把握

◆金融の知識

・再エネの制度的金銭面の理解
・事業のお金の流れ(地域循環）
・事業中断リスク

◆メディア・報道の理解

・SNSの論争の構造
・誤情報・偏情報への対処
・透明性の重要性

◆生態・環境の理解
・生態系のつながり
・景観・水源・土砂の基礎
・アセスのチェックポイント

（鳥獣・騒音・累積影響）

◆合意形成・ファシリテーション

・利害を翻訳する
・感情・不安への理解
・公平性、中立性の担保

政策形成演習のイメージ 提言3

※一般職員向けコースと幹部向けコースでは期間、深度等に差を設ける
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〈遊休公共施設の活用で考えられる取組み〉

①ペロブスカイト太陽光発電＋蓄電池による防災拠点化
②給食用食材調理加工場や調理場として活用(産業・雇用・福祉)

③公共交通や生活環境施策へのEV展開(２次交通補完や清掃行政)

自治体の懸案事項

再エネによる拠点化で課題解決へ！

(例)
人口減少・少子高齢化が進む中、自治体が抱える懸案事項に遊休公共施設の維持・管理がある。
自治体の計画や施策、また、地域の実情をよく知る職員に再エネ分野の専門性が加わることによ
り、諸課題に対するアプローチへ繋がる期待が高まる。

提言3効果の具体例

図：ＷＳＤ作成（ChatGPT〈OpenAI〉を用いて生成）

専門人材が再エネ活用で自治体の課題解決を進める

防災拠点化

ペロブスカイト太陽電池

給食用食材調理加工場
調理場に活用

遊休施設で再エネ導入 自治体の懸念事項解決

EV展開



各論

政策提言４

生物多様性マップの
作成と地域づくりへ
の活用
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課題 生物多様性情報の不足 主体間の連携不足 木材の活用不足

ヒアリング
で確認され

た事項

⚫ 市町村レベルでの動植物の情報
の乏しさ

⚫ 地域住民の自然への想いの把握
の重要性

⚫ 地域で生物調査を行う専門家の
不足

⚫ 今までの環境保全は特定の人々
の熱意と公的資金に依存

⚫ 生物多様性に取り組む環境保全
団体の多くは資金難と担い手不
足に直面

⚫ 企業を代表とする民間セクター
の参画は環境保全活動の強い助
力

⚫ 持続可能な森林資源の循環に向
けた木材カスケード利用の重要
性

⚫ 木材の住宅以外の活路拡大の重
要性

⚫ 木造建築に対応できる技術者の
不足

⚫ 木質バイオマスにおける情報整
備の不足

ニーズ

① 地域の自然環境についての情
報の整備

② 市民の生物多様性保全への参
画による情報収集

① 事業者が民間団体や地方公共団
体と協力した活動の展開の促進

② 環境保全団体を支援する体制づ
くり

③ 地域の中間支援組織の能力発揮

① 森林の多面的機能の維持
② 資源の最大限の活用
③ 森林の地域資源としての活用

を通した地域経済への寄与
④ 県産材の需要拡大

対応する
提言

アンダーユースをめぐる課題

提言4：生物多様性マップの作
成、地域生物多様性センター

提言5：自然共生サイトと地域
企業とのマッチング

提言6：地域全体での木材の
段階的な利用



現状 課題
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豊かな自然資源が地域づくりに活かされて
いない

• 地域の自然の保全と活用の指針である生
物多様性地域戦略を策定している基礎自
治体は178市区町村にとどまる1）

• 地域住民の自然に対する想いと開発計画
のすれ違いにより再エネ導入が断念され
るケースが発生している

出典：1）環境省「生物多様性地域戦略の策定」

自然資源を可視化し、多方面での地域づく
りに活用できる基盤となるマップをつくる

• 保全上重要な動植物の情報を集約し、市
町村が活用できる形に整理・共有する

• 継続的に生物多様性のモニタリング情報
を取得できる体制を構築する

• 住民が大切にしてきた自然や、暮らし・
文化と結びついた自然を把握する

• マップ作成や

• 生物多様性保全の指針となる生物多様性地域戦略を
策定している基礎自治体は178市区町村にとどまる
• 市町村レベルで地域戦略作成に使える情報がな

い（希少動植物、身近な動植物の生息状況）※1

• 地域課題と結びつかず策定のメリットがない※2

• 市町村の人材不足※2

• 地域に専門家が入り、生物の生息状況を調査するこ
とが自然共生サイト認定につながる※3

• 希少動植物の情報が整備されていないことにより再
エネのゾーニングマップ作成時にマップに反映させ
ることができない※4

• 住民の自然に対する想いと開発計画のすれ違いによ
り再エネ導入が断念されるケースが発生している
（六角牧場事案など）

• 生物多様性保全にはランドスケープアプローチの考
え方が重要であるが、様々なステークホルダーをつ
なぐ機能を持つ組織・人材が少なく地域や流域一体
となった取り組みが進んでいない※5

豊かな自然資源が地域づくりに活かされていない
地域でネイチャーポジティブを実現するためには、
地域の自然を将来にわたって保全し、価値を高め、
生物多様性に配慮した産業を推進する必要があり
ます。この取組を通じて、地域の魅力を高め、地
域産業の付加価値の向上や、教育、福祉、防災・
減災等に地域の生物多様性を活かすことに繋げて
いくことが重要です。

• 生物多様性保全の指針となる生物多様性地域
戦略を策定している基礎自治体は178市区町村
にとどまる

• 地域住民の自然に対する想いと開発計画のす
れ違いにより再エネ導入が断念されるケース
が発生している（六角牧場事案など）

• 地域内の多様な主体間の連携が取れておらず、
地域一体となった取り組みが進まない※1

• 市町村で希少動植物・身近な動植物の生息状況の調
査・情報整備が不十分
• 行政、研究機関、市民団体などが個別に調査

を行うが、データは散在している
• 市町村の行政職員の人材不足

• 自然環境・生物多様性の情報を地域課題と結びつけ、
地域課題解決に役立てられていない

• 住民の大切にしたい自然を可視化できていない
• 地域において様々なステークホルダーをつなぐ中間

支援組織が十分に機能していない
• 地域生物多様性増進法 第28条： 自治体「地域

は生物多様性増進活動支援センター」の確保
が努力義務

• 設置状況： 全国で17都道府県2市町村のみ

〈背景〉
• メリットを見出せていない
• 自治体の人材不足、調査員の不足

• 市町村で希少動植物・身近な動植物の生息状
況の調査・情報整備が不十分※2

• 地域住民の大切にしたい自然が可視化できて
いない

• 地域において様々なステークホルダーをつな
ぐ中間支援組織が十分に機能していない※3

（地域生物多様性増進活動支援センター）

「生物多様性国家戦略2023－2030」では、ネイチャーポジティブ
を実現するための社会の根本的変革の必要性が強調され、生物多様
性の保全と、社会経済活動、気候変動対応、地域課題解決の統合的
な取組が求められています。地域の未来像に向けて、統合的な取組
ができる主体として、市区町村は重要な役割を担っています。

地域でネイチャーポジティブを実現するためには、地域の自然を将
来にわたって保全し、価値を高め、生物多様性に配慮した産業を推
進する必要があります。この取組を通じて、地域の魅力を高め、地
域産業の付加価値の向上や、教育、福祉、防災・減災等に地域の生
物多様性を活かすことに繋げていくことが重要です。

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済

提言4．

提言4

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
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経
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「生物多様性マップ」の作成と地域づくりへの活用

文字強調。赤文字とかつかってもいいのでは？

豊かな自然資源が地域づくりに活かされて
いない
自然資源は産業振興（観光業など）、防災、
教育など、地域づくりの様々な分野におい
て、生態系サービスを通じて貢献できる。
しかし、自然資源が可視化されていないこ
となどにより以下の状況が生じ、十分に活
用されているとはいえない。
• 地域の自然の保全と活用の指針である生

物多様性地域戦略を策定している基礎自
治体は178にとどまる1）

• 住民が大切にしてきた自然と開発計画の
すれ違いにより再エネ導入が断念される
ケースが発生している（六角牧場等）
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（地域生物多様性増進活動支援センター等）
第二十八条 地方公共団体は、（中略）連携及び協力のあっせん並びに生物の多様性の増進に関する知識
を有する者の紹介その他の必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに助言を行う拠点（次項において
「地域生物多様性増進活動支援センター」という。）としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、
確保するよう努めるものとする。

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律（地域生物多様性増進法）

〈要点〉
地域生物多様性増進活動支援センターは、地域に根差す中間支援組織として、
①関係者間における連携及び協力のあっせん ②有識者の紹介 ③必要な情報の収集・整理・分
析や助言 などを行うことが期待されている

〈設置状況〉
17都道府県 2市町村

出典：環境省「地域生物多様性増進活動支援センター」

提言4地域生物多様性増進活動支援センターについて



57

1. 「生物多様性マップ」の作成

① 環境アセスメント情報の行政資料
への活用

② 市民生物調査の継続的な実施

③ 「大切にしたい自然」の募集

2．「生物多様性マップ」作成に向けた
支援体制の構築

仙台市

環境省

仙台市

仙台市

環境省

提言先

①

②

③

提言4「生物多様性マップ」の作成と地域づくりへの活用

◆ 提言の全体像



58

市町村で「生物多様性マップ」の作成 提言先：仙台市

◆「生物多様性マップ」について
• 自然環境に関する情報を集約したもの
• マップ活用目的に応じて必要な情報をレイヤー（層）として重ね合わせて活用

〈イメージ図〉

保全上重要な種の生息情報1）

身近な動植物の生息情報

住民の大切にしたい自然の情報

「生物多様性マップ」

活用目的に応じてレイヤーを変更し重ね合わせる

（地図データ）

（地図データ）

（地図データ）

（地図データ）

1）保全上重要な種の生息情報は非公開

提言4ｰ1「生物多様性マップ」の作成について

札幌市動植物データベース

出典：札幌市動植物データベース
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① 保全上重要な動植物の生息情報（希少性・脆弱性）
内容：レッドデータ記載種、天然記念物、猛禽類の営巣地など
情報源：国・県レッドデータブック、専門家による調査、環境アセスメント情報など

② 身近な動植物の生息情報（生態系の基盤）
内容：身近に見られる生物種、植生図、地域の基礎的な自然環境など
情報源：緑の国勢調査、仙台市自然環境基礎調査、市民生物調査など

③ 地域住民が大切にしたい自然の情報（社会的価値・地域住民の想い）
内容：原風景、子供の遊び場、景観が良い場所、歴史的な森、防災機能のある自然、エコ

   ツーリズムスポットなど
情報源：仙台市みどりの基本計画、みやぎの生物多様性マップ、「大切にしたい自然」募集

提言4ｰ1マップを構成する情報
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提言4ｰ13つの新規データの収集

① 環境アセスメント情報の行政資料への活用 提言先：環境省
概要：都道府県・政令市で、環境アセス情報を活用するよう事例集を作成して呼びかけ

長野県（長野県環境保全研究所）では既にレッドデータブックなど行政資料作成に活用
期待される効果：希少種に関するデータを再資源化しマップの精度向上

② 市民生物調査の継続的な実施 提言先：仙台市
概要：指標種を設定し、市内モデル地区数か所で一般住民と専門家が共同で生物調査を実施

初心者でも、専門家の補助などを通じてデータ精度の向上を図る
一般向けのイベント開催に加え、仙台市の既存の環境学習プログラムに加える

先行事例：さっぽろ生き物さがし（札幌市）、茅ヶ崎市自然環境評価調査（茅ヶ崎市）
期待される効果：専門家不足を補いモニタリング体制の強化、市民への環境教育

③「大切にしたい自然」の募集 提言先：仙台市
概要：大切にしたい自然の風景を写真に撮って応募してもらう

仙台市はHPで公開するとともに、マップに落とし込む
類似事例：いわての残したい景観（岩手県）、きたマップ（北海道）
期待される効果：開発時の摩擦の事前防止、仙台市の魅力度向上
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さっぽろ生き物さがし（札幌市）

〈概要〉
• 平成28年度から継続的に実施
• 令和6年度は札幌市の指標種のうち6つのグループの

動植物を調査
• 参加者へは指標種の見分け方を解説した「さっぽろ

生き物ミニ図鑑」を配布

〈結果〉
• 令和6年度は343チーム1,785名からの報告、17,335件

のデータを取得
• 得られたデータは札幌市の動植物データベースに蓄

積し、生物多様性事業の施策に活用

2024年度調査結果（マルハナバチのなかま）

出典：札幌市動植物データベース

提言4ｰ1市民生物調査について

マップのイメージをもう少し
前に出してもいいのでは？
（よーわからんままマップマップ
いわれても・・・）
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提言4ｰ13つの新規データの収集について

① 環境アセスメント情報の行政資料への活用 提言先：環境省
概要：都道府県・政令市で、環境アセス情報を活用するよう事例集を作成して呼びかけ

長野県（長野県環境保全研究所）では既にレッドデータブックなど行政資料作成に活用
期待される効果：希少種に関するデータを再資源化しマップの精度向上

② 市民生物調査の継続的な実施 提言先：仙台市
概要：指標種を設定し、市内モデル地区数か所で一般住民と専門家が共同で生物調査を実施

初心者でも、専門家の補助などを通じてデータ精度の向上を図る
一般向けのイベント開催に加え、仙台市の既存の環境学習プログラムに加える

先行事例：さっぽろ生き物さがし（札幌市）、茅ヶ崎市自然環境評価調査（茅ヶ崎市）
期待される効果：専門家不足を補う継続的なモニタリング、市民への環境教育

③「大切にしたい自然」の募集 提言先：仙台市
概要：大切にしたい自然の風景を写真に撮って応募してもらう

仙台市はHPで公開するとともに、マップに落とし込む
類似事例：いわての残したい景観（岩手県）、きたマップ（北海道）
期待される効果：開発時の摩擦の事前防止、仙台市の魅力度向上
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いわての残したい景観（岩手県）

〈概要〉
• 自然風景や歴史的文化遺産など、大事にしたい、今後も

残したいと思う美しい景観を募集
• 岩手県HP内の景観資源データベース「いわての残したい

景観」で写真と説明資料を公開
• いわてデジタルマップ上に撮影地点をプロット

〈結果〉
• 平成16年度から募集を始め、396件の応募が来ている

出典：岩手県「いわての残したい景観」、いわてデジタルマップ

提言4ｰ1地域住民の大切にしたい自然について
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生物多様性地域戦略の策定
保全地域の設定

〈具体的な活用方法〉①＋②＋③
• 生態系情報と社会的価値を俯瞰し地域戦略策定
• 優良な自然を特定し、自然共生サイトの認定を

支援し、地域の自然の価値向上
• 保全地域の継続的なモニタリング

パターンA

再エネのゾーニング
マップ作成

〈具体的な活用方法〉①＋③
• 希少種の生息域かつ、住民の愛着が強いエリア

を明確化し、開発を避けるべき場所としてゾー
ニング

◆ 期待される効果（マップ活用方法）
パターンA：生物多様性地域戦略策定・保全地域の設定
使用する情報：① ＋ ② ＋ ③ 

具体的な活用方法：地域戦略の策定: 生態系のつながりと文化的サービスを俯瞰し、実効性のある「生物多
様性地域戦略」を立案する
自然共生サイトの認定促進: データの裏付けがある優良な自然を特定し、自然共生サイ
ト認定支援することで、地域の自然の価値を高める
継続的なモニタリング: 生物調査で得られたデータから長期的な自然の変化を把握する

パターンB：再エネゾーニング・適正な土地利用
使用する情報：① 保全上重要な動植物 ③ 地域住民が大切にしたい自然
具体的な活用方法：保全エリアの設定: 希少種の生息域かつ、住民の愛着が強いエリアを明確化し、開発を

避けるべき場所としてゾーニングする

パターンC：環境学習
使用する情報：② 身近な動植物 ③ 地域住民が大切にしたい自然
具体的な活用方法：意識啓発・環境教育：調査プロセス自体を「環境教育の場」として活用し、市民が自

然保護活動に取り組む機会をつくる

地域の自然環境に対する
市民の意識向上

〈具体的な活用方法〉②＋③
• 調査プロセス自体を「環境教育の場」として活

用し、市民が自然保護活動に取り組む機会をつ
くる

パターンB

パターンC

観光の振興

〈具体的な活用方法〉②＋③
• 自然体験を行う場所の情報を集約し、エコツー

リズムのツアーを作成
• 「防災に資する自然」「○○がいる/ある場所」

として明示することで観光資源化、ニッチな
ニーズへの訴求

① 保全上重要な動植物
② 身近な動植物
③ 住民の大切にしたい自然

提言4ｰ1期待される効果（マップ活用方法）
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地域生物多様性増進活動支援センターのガイドライン策定 提言先：環境省

〈概要〉
既存のセンターの役割（参考資料参照）を基盤とし、以下の役割を明確化・拡充する
1． 情報の収集・分析・助言（マップ作成支援）

市町村での「生物多様性マップ」作成支援
市町村で集まったデータを集約・整理

2． 専門知識を有する者の紹介（人材派遣）
研究者や保全活動家を「自然環境専門員」として登録、市町村へ派遣する仕組みの構築

3． 連携及び協力のあっせん（マッチング）
活動団体と企業の連携促進 〈提言５〉

〈期待される効果〉
マップ作成の実行力向上、中間支援の役割の発揮

◆ここでかかなくていいけど質疑対応として

・マップのプラットフォームを市町村が持つと
お金かかるよ。統合型GISに乗せるのかな。。
⇒データの維持管理（確認どうする）

提言4ｰ2「生物多様性マップ」の作成に向けた支援体制の構築
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◆ここでかかなくていいけど質疑対応として

・マップのプラットフォームを市町村が持つと
お金かかるよ。統合型GISに乗せるのかな。。
⇒データの維持管理（確認どうする）

◆ マップ作成の支援体制
• 国 ：国での科学的な生物多様性情報の集約、公開
• 都道府県：都道府県での科学的な生物多様性情報の集約、公開
• 地域生物多様性センター（県）：都道府県、市町村への人的支援（専門家派遣）
• 市町村 ：市町村での科学的な生物多様性情報の集約、公開＋地域住民の大切にしたい自然の集約、公開

〇地域生物多様性増進活動支援センターのガイドライン策定 提言先：環境省自然環境局
概要：既存のセンターの役割（参考資料参照）に加え、以下の役割を拡充する

① 情報の収集・分析・助言（マップ支援）
市町村での「生物多様性マップ」作成支援
市町村で集まったデータを集約・整理

② 専門知識を有する者の紹介（人材派遣）
研究者や保全活動家を「自然環境専門員」として登録
市町村へ派遣する仕組みの構築

③ 連携及び協力のあっせん（マッチング）
活動団体と企業の連携促進 〈提言５〉

期待される効果：マップ作成の実行力向上、中間支援の役割の発揮

国 都道府県 市町村

• 国の生物多様性情報
の集約・公開

• 都道府県の生物多様性
情報の集約・公開

都道府県の
地域生物多様性センター

• 市町村へのマップ作成支援
• 専門家派遣

• 「生物多様性マップ」作成
• 市町村の生物多様性情報の

集約・公開
• 地域住民の大切にしたい自

然の情報を集約・公開

生物多様性センター
（環境省自然環境局）

• 地域生物多様性センター
の支援

（マップ作りのノウハウや国
のデータの提供など）

設置

提言4ｰ2マップ作成の支援体制
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政策提言５

地域多主体連携による
自然資源の保全と活用
を促すマッチング事業
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課題 生物多様性情報の不足 主体間の連携不足 木材の活用不足

ヒアリング
で確認され

た事項

⚫ 市町村レベルでの動植物の情報
の乏しさ

⚫ 地域住民の自然への想いの把握
の重要性

⚫ 地域で生物調査を行う専門家の
不足

⚫ 今までの環境保全は特定の人々
の熱意と公的資金に依存

⚫ 生物多様性に取り組む環境保全
団体の多くは資金難と担い手不
足に直面

⚫ 企業を代表とする民間セクター
の参画は環境保全活動の強い助
力

⚫ 持続可能な森林資源の循環に向
けた木材カスケード利用の重要
性

⚫ 木材の住宅以外の活路拡大の重
要性

⚫ 木造建築に対応できる技術者の
不足

⚫ 木質バイオマスにおける情報整
備の不足

ニーズ

① 地域の自然環境についての情
報の整備

② 市民の生物多様性保全への参
画による情報収集

① 事業者が民間団体や地方公共団
体と協力した活動の展開の促進

② 環境保全団体を支援する体制づ
くり

③ 地域の中間支援組織の能力発揮

① 森林の多面的機能の維持
② 資源の最大限の活用
③ 森林の地域資源としての活用

を通した地域経済への寄与
④ 県産材の需要拡大

対応する
提言

アンダーユースをめぐる課題

提言4：生物多様性マップの作
成、地域生物多様性センター

提言5：自然共生サイトと地域
企業とのマッチング

提言6：地域全体での木材の
段階的な利用
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• 生物多様性に関心を持つ企業は存在するが、
支援するメリットや関わり方が分からず、
行動に結びついていない

• 地域生物多様性増進法施行（本年４月）自
然共生サイトが法制化され、地域の多主体
連携による取組が期待される

• 環境省支援マッチング制度
➢ 支援する側にも感じられるメリットが少

ない
➢ マッチング後のフォローアップが欠如、

支援の継続性を高める取組みが見えない

• 環境活動の質向上につながる民間資金・
人材の流入を促進する

• マッチング双方にメリットを感じさせ、
双方のニーズに合った活動を実施する

• 支援の継続性を高める伴走型支援を提供
する

• 参考事例
➢ 静岡県「一社一村しずおか運動」

入りやすい仕組み作り 継続性重視
➢ 愛知県「あいち生物多様性マッチング」 

専門機関による実施 中小企業多数参加

12/2 
・永島先生FB

きれいにまとまっているが、
自然共生サイトの数がそもそも多くない
そこでビジネスを行うとするとどのくらい可能性があるのか
実現可能性や効果が限られてくるのではないか？
具体的にイメージできればいいのかもしれないが、いぐねはちみつで
ビジネスをする事業者はどういう企業？
地銀がコンサルするよりは中間支援で社員研修等の使い方を提示する
という方がイメージがつきやすい 現実的
援助タイプから入って、いずれ共成長タイプにつながるという流れ
自然共生サイトの認定支援と一緒に行うのも良いかも

・伏見先生FB

みやぎ環境税の現在の使途 現在は生物多様性にあまり使われていな
いから、使うべきだと述べる
大崎市には交付金として渡しており、いぐねの保全に使われている

⇒【課題表現の統一】の例

•環境活動の質向上につながる民間資金・人材の流入を促進する
•活動主体と支援主体のニーズを的確にマッチングする
•自然分野のマッチング事業に専門性と主体性を組み込む
•支援の継続性を高める伴走型支援を提供する

・生物多様性に関心を持つ企業は存在するが、支援するメリット
や関わり方が分からず、行動に結びついていない。
・活動主体・支援主体の双方にニーズはあるが、両者を的確につ
なぐ仕組みが限定的である。
・新法により制度基盤は整備されたが、回復・創出型の自然共生
サイトの活用は進んでいない。
・環境省支援マッチング制度は、マッチング後の支援は単発的に
なりやすく、活動の質向上や継続につながりにくい。

地域多主体連携による自然資源の保全と活用を促すマッチング事業 提言5

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済
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新設（10/485か所）

485か所

出典：環境省・環境再生保全機構「自然共生サイト」

自然共生サイト

提言5

なにがどうなのか

自然共生サイト
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環境省支援マッチング制度とサイトの数と回復創出タイ
プ

• 環境省が運営し、役割はマッ
チング前の相談役と情報掲載

• 企業登録数：12

（2025/12/14時点）
➢ 基本的には環境ビジネスを行

う企業（9/12）
• 成立数：2年間14

➢ 大企業ではないのは6

➢ その中に環境ビジネスを本業
としていないのは2（WSD調
査）

出典：環境省「支援マッチングについて」

環境省支援マッチング制度

提言5

つづり

環境省支援マッチング制度
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【提言先】
宮城県

【提言内容】
⚫ 地域企業等と環境保全団体等とを地域

生物多様性増進活動支援センター（注
を付けて、都道府県に置いていること
を説明）が仲介してマッチングし、支
援活動の継続性を高めるためのフォ
ローアップを含む伴走支援を行う仕組
み

⚫ 既設の自然共生サイトの活動団体と新
規に認定を目指す団体の両方を対象

⚫ 県は支援する企業側もメリットを感じ
られるようにインセンティブを提供す
る

【期待される効果】
⚫ 持続可能な環境保全モデルの実現：公的資金と人々の

熱意に依存する現状から脱却し、環境保全事業の自立
化を促す

⚫ 地域企業経営課題の解決：生物多様性の取組みを利用
してブランディングや人材の採用定着といった課題を
克服し、生物多様性を活用するビジネスを展開する

⚫ 自然共生サイトの量と質の向上： 既存サイトの「フル
活用」と、新規認定、特に回復と創出タイプの増加に
よる「保全地域の拡大」

【財源】
みやぎ環境税（2021年度：16億→2025年度：21億）
⚫ 既存の生物多様性関連事業と本事業を統合的に実施す

ることで、「シナジー効果」を生じ、効率化を図るこ
とが期待できる。

⚫ 事業費（税収）全体は増加傾向にあるが、生物多様性
分野への充当率は7％に留まっており、拡充する余地
が十分にある

地域多主体連携による自然資源の保全と活用を促すマッチング事業

提言5

提言4
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農村地域と企業を対象とするマッチング事業

〈事業のポイント〉
• 入りやすい仕組み作り：「宣言（興味喚

起）」から入り、中間支援組織の働きかけ
で「実際の支援」へと引き上げる段階的ア
プローチ

• 継続性：原則3年以上の協定期間

〈導入実績〉
• 実績： 2005年開始以来、20年間で37地区

55組が成立（2025年11月時点）
• 参画： 大企業のみならず地域の中小企業も

生物多様性保全への貢献を模索する事業者と
自然保全団体を対象とするマッチング事業

〈事業のポイント〉
• 実施主体：地域生物多様性増進活動支援センター
• 互恵性：マッチング双方にメリットを提示する
• 能動的支援：センターは初回活動に同行

〈導入実績〉
• 実績：17件（2024年4月現在）
• 参画：全て地域企業

提言5先行事例

一社一村しずおか運動（静岡県） あいち生物多様性マッチング（愛知県）

中心線



＜環境保全団体＞（枠：1団体に3社）

人手や安定な資金源がほしい、自然
共生サイトの認証支援を受けたい

社会教育や福利厚生、社会貢献したい、
ビジネス機会の探究、人材の確保、

育成が重要な経営課題

＜企業＞

＜地域生物多様性増進活動支援センター＞

①マッチング希望、
エントリー ②相談、エントリー

内容を踏まえて
マッチング

あいち生物多様性マッチングのスキーム図から改編

連携

①マッチング希望、
エントリー②相談、エントリー

内容を踏まえて
マッチング

74

マッチング前の流れ

提言5マッチング前の流れ
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フェーズ1 援助
• 地域企業は金銭的支援、人的支援等を通じて環境保全団体等の課題を解決
• 環境保全団体等は活動フィールドの自然資源又は生物多様性の取組みのノウハウを提供し、

企業等の経営課題の解決に寄与する

フェーズ2 共成長
共同でサイトの自然資源を活用

した新規事業を立ち上げる

フェーズ2：共同認定
自然共生サイト（特に回復・創出タ

イプ）の共同認定

既存の自然共生サイト 新規認定を目指すサイト

提言5マッチング成立後
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センターの支援内容 提言5

① 団体に対して必要に応じ、広報専門員を派遣
し、アピールポイントを見つける広報支援
（格差是正措置）

② センターがファシリテーターとして参加する
三者会議の実施

① 企業に対して、サイトを利用する社員研修プ
ログラムの作成支援

② 団体に対して、企業との関係性を深めるため
のイベント企画運営のノウハウを提供

③ 自然共生サイト認定支援（申請書の作成支援、
利用できる補助金の取得支援）

マッチング
前

マッチング
後
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事業実施上の特徴
運動化：県内の商工会議所と連携し、会員企業に対する事業の周知と参加協力を要望

環境保全団体
① 環境保全団体：担い手、資金面の課題が緩

和される
② 団体がサイトで活動する上で、土地所有者

の協力も必要なので、土地所有者にもイン
センティブを提供：自然共生サイト登録の
土地は「固定資産税・都市計画税」を免除
できる措置を創設１）

企業
① 県の事業の入札等において加点
② サイトを利用する社員研修の最初2回の費用

は「全額補助」
③ 事業参加企業を対象とする「社員を大事に

する企業」又は「自然と一緒に仕事でき
る」のコンセプトの合同説明会と大学との
交流会を開催

１）仙台市特別緑地保全地区制度に参照 特別緑地保全地区の指定を受けたら、相続税が8割評価減になり、固定資産税,都市計画税が課税免除

インセンティブと実施方法 提言5



各論

政策提言６

地域全体での木材カ
スケード利用の推進

78
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課題 生物多様性情報の不足 主体間の連携不足 木材の活用不足

ヒアリング
で確認され

た事項

⚫ 市町村レベルでの動植物の情報
の乏しさ

⚫ 地域住民の自然への想いの把握
の重要性

⚫ 地域で生物調査を行う専門家の
不足

⚫ 今までの環境保全は特定の人々
の熱意と公的資金に依存

⚫ 生物多様性に取り組む環境保全
団体の多くは資金難と担い手不
足に直面

⚫ 企業を代表とする民間セクター
の参画は環境保全活動の強い助
力

⚫ 持続可能な森林資源の循環に向
けた木材カスケード利用の重要
性

⚫ 木材の住宅以外の活路拡大の重
要性

⚫ 木造建築に対応できる技術者の
不足

⚫ 木質バイオマスにおける情報整
備の不足

ニーズ

① 地域の自然環境についての情
報の整備

② 市民の生物多様性保全への参
画による情報収集

① 事業者が民間団体や地方公共団
体と協力した活動の展開の促進

② 環境保全団体を支援する体制づ
くり

③ 地域の中間支援組織の能力発揮

① 森林の多面的機能の維持
② 資源の最大限の活用
③ 森林の地域資源としての活用

を通した地域経済への寄与
④ 県産材の需要拡大

対応する
提言

アンダーユースをめぐる課題

提言4：生物多様性マップの作
成、地域生物多様性センター

提言5：自然共生サイトと地域
企業とのマッチング

提言6：地域全体での木材の
段階的な利用
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現状が細かい
カスケード利用が進んでいなこと
が現状
現状と課題で進んでいない→次の
ページでカスケード利用の説明

どちらの図をご覧ください
原木とその用途とってもいい
施策の図で説明

図だけの時は線なしのスライドで

二酸化炭素の排出抑制に貢献する木材利用を拡大
↓

〈国〉「脱炭素の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
↓

〈県〉宮城県の建築物等における木材利用の促進に関する方針

木材を利用する意義 提言6
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⚫ 住宅の木造化率が7割を超えている一方、商業
施設・宿泊施設など、非住宅建築物の木造化
率は2割以下にとどまっている

⚫ 人口減少に伴い、これまでの木材需要を支え
てきた住宅の新築着工戸数が減少しており、
今後も減少し続ける見込み

⚫ 非住宅木造化にはあわせて防耐火・構造計算
などの専門的な知識が必要

⚫ 木質バイオマス発電向け需要の拡大により、
森林資源が最初から燃料として利用される
ケースや、森林の更新・管理が不十分なまま
伐採が進む事例が見られる

⚫ 県産材を使用した木質バイオマスの需要はあ
るが、マッチングできていない

⚫ 住宅以外の分野において木材需要を拡大す
る１）

⚫ 住宅分野以外の木造化需要に応えるために、
非住宅木造の設計を担う専門人材を育成・
確保する１）

⚫ 木質バイオマス利用において低質材の適正
利用と森林管理を両立させる２）

出典：１）宮城県庁水産林政部林業振興課へのヒアリングより ２）（株）KURIMOKUへのヒアリングより

地域での木材の多段階活用
（カスケード利用）が進ん
でいない
製材・合板（A材・B材）に
ついて
木質ペレット・チップ（C

材）について

A材B材の説明 前に
次の提言の全体像をこの前に持って
く？

地域全体での木材カスケード利用の推進 提言6

社
会
・
人
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番号
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木質バイオマスの情報共有
→6-3 森林資源の持続可能性に配慮した需

給情報交換体制の整備

非住宅分野木造化の需要喚起
→6-1 非住宅民間木造化支援

非住宅木造設計の技術者育成
→ 6-2 木造マイスター制度（設計者育成）

提言先：宮城県（林業振興課）
通直（A材）：製材等

枝条（C材）：
燃料・紙等

やや曲がり（B材）：
合板・集成材等

木材のカスケード利用

・資源の最大活用
・炭素の長期固定による地球温暖化の抑制
・地域経済性の向上

木材のカスケード利用と提言の全体像 提言6
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概要で詳しく書くと分かりにくい
もっと簡潔に最初に示す 1行で
先行事例からの課題

民間非住宅 噛み砕いて説明 非住宅の
木造化など

概要
• 補助金：保育施設、商業施設や観光施設、医療福祉

施設、オフィスなどの非住宅建築を対象に、木造
化・木質化にかかる工事費の一部を補助する

• 優良みやぎ材やFSC認証材を使用する場合、補助額
を上乗せする

• 融資：県と地域金融機関が連携して補助制度と連動
した融資枠を設ける

• 木造化を検討する企業の情報不足を解消するため
に、完成した施設を積極的にPRする

期待される効果
• 企業：建設費の負担を抑えつつ、環境価値の高い

施設を整備できる
• 県民、観光客：木質空間に触れる機会が増え、県

産材の魅力を実感しやすくなる
• 林業、製材業：住宅市場の縮小に左右されず、中

大規模の安定需要を確保できる
• 行政：炭素固定量の拡大やGX推進につなげやすく

なる

現行制度
• 宮城県県産材利用サステナブル住宅普及促進事業
• みやぎCLT普及促進事業補助金

先行事例
• 福井県：県産材のあふれる街づくり事業

民間施設における県産材の活用を支援し、需要を喚起する

非住宅民間木造化支援 提言6ｰ1

線太い色
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補助
木造化：構造材の50％以上を県産材、1/3補助、上限1,000万円（認証材は+200万円）
木質化：見える部位に県産材10㎡以上、1/3補助、上限70～180万円
設計費も対象（施工費の1/10まで）
審査基準：技術性・地域貢献性・実現性１）

融資：県の補助制度と連動した融資枠を設定
県が木造化補助金の交付決定を行うと、金融機関側で以下のメリットが付く仕組み：
（A）金利優遇（0.1～0.3％）
補助金採択＝県の認定プロジェクト
→ 環境価値・公共性が高い案件として金融機関がリスクを低く評価
（B）長期返済（15～20年）
木造非住宅は耐用年数が長く、短期返済だと事業者のキャッシュフロー圧迫
→ 長期返済で、賃料収入型施設（保育・観光系）でも対応可能１）

1209FB
どう作ったのかも書く
通常より高くなった分を
補助する
他県から持ってきたこと
を書く
上限1000万だとメリット
感じにくいかも
かかりましのうち3ぶんの
１とかだといいかも
対象施設
なんで木材がいいのかも
どれくらいのものをイ
メージしてるのか画像と
か
上限なしの割合
鳴子こども園は億単位の
補助 厚労省の補助？

１）福井県 県産材のあふれる街づくり事業制度を参考

情報量がおおすぎて

しゃべっているところ
を強調しないと、
目で追えない

民間非住宅木造化支援（補助・融資）のイメージ 提言6ｰ1
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6-2.木造マイスター育成（設計者育成）
宮城県が木造建築に関する他主体と連携し、非住宅木造建築に特化した人材育成プログラムを整える

概要
・建築士に対し、耐火木造、CLT構造、接合部設計、構造計算など木造建築に関する知識を体系的に学
べるようにする
・修了者を「木造マイスター」として県が認定し、HPで公開する
・提言6-1.の補助・融資事業案件において、認定者のリストを提供する

期待される効果
・設計士：案件の問い合わせが増える可能性がある。
・施主：木造化が技術的に可能かどうかを判断しやすくなり、安心して木造を採用できる
・建築分野全体で木造化への対応力が向上する
・行政：技術者不足を解消し、非住宅木造を持続的に広げられる

先行事例
・岐阜県：岐阜県木造建築マイスター制度

最初に1行で簡潔に
CLT注で解説
FSC認証

宮城県が木造建築に関する他主体と連携し、非住宅木造建築に特化した人材育成プログラムを整える

概要
• 建築士に対し、耐火木造、CLT構造１）、接合部設

計、構造計算など木造建築に関する知識を体系的に
学べるようにする

• 修了者を「木造マイスター」として県が認定し、HP
で公開する

• 提言6-1.の補助・融資事業案件において、認定者の
リストを提供する

期待される効果
• 設計士：案件の問い合わせが増える可能性がある
• 施主：木造化が技術的に可能かどうかを判断しやす

くなり安心して木造を採用できる、建築分野全体で
木造化への対応力が向上する

• 行政：技術者不足を解消し、非住宅木造を持続的に
広げられる

先行事例
• 岐阜県：岐阜県木造建築マイスター制度

１）CLT構造：木材を直交積層したパネルを用い、高い強度と安定性を
持つ中大規模木造構造

木造マイスター育成（設計者育成） 提言6ｰ2

箇条書き
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研修や講演を通して、県内の木造供給について学び、中規模建築物を含める木造建築に関して、構造や
防耐火を学べるようにする
内容：県内の製材所、県内で調達できる一般流通材（製材、集成材、CLT材、DLT材など）、木造建築に
関する法規、非住宅木造の設計・防耐火、中高層建築物の木造化、木造建築物のコンペ

講師
①  技術系（設計・構造）
中大規模木造・非住宅木造の実務経験がある構造設計者、耐火木造・CLT構造の実績者

② 供給側（材料・流通）
木材協同組合、宮城県CLT等普及推進協議会、県内製材所・集成材・CLTメーカー

③ 行政
県（林業振興課・建築指導課）
非住宅木造に関する補助制度・法規解説

期間：半年程度
座学→月1～2回（全10～15回）、全30～40時間程度 現場見学・実習→2回程度

提言6ｰ2木造マイスターカリキュラムのイメージ
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6-3.森林資源の持続可能性に配慮した木質バイオマス需給情報交換体制の整備

概要
・県が宮城県木材協同組合に対し窓口機能を委託し、木質バイオマス発電事業者等の需要側からの問
い合わせ対応や、認定事業者への情報周知を行う。
・発電利用に供する木質バイオマスを供給し、その由来を適切に証明する組合員企業については、引
き続き「認定実施要領」に基づく認定事業者制度を通じて管理し、環境に配慮した燃料調達を促す。

期待される効果
・燃料の由来が明確な木質バイオマスを安定的に調達でき、環境配慮型の事業運営や地域からの理解
の向上につながる。
・木質バイオマス利用が森林の荒廃やはげ山の発生を招くことを防ぎ、健全な森林整備と再生可能エ
ネルギー利用の両立が図られる。

今後の焦点
・薪炭林をエネルギー需要に復活
・日本の木材に合った木質バイオマスボイラーの開発

概要
• 県が宮城県木材協同組合に対し窓口機能を委託し、

木質バイオマス発電事業者等の需要側からの問い
合わせ対応や、認定事業者への情報周知を行う

• 発電利用に供する木質バイオマスを供給し、その
由来を適切に証明する組合員企業については、引
き続き「認定実施要領」に基づく認定事業者制度
を通じて管理し、環境に配慮した燃料調達を促す

期待される効果
• 燃料の由来が明確な木質バイオマスを安定的に調達

でき、環境配慮型の事業運営や地域からの理解の向
上につながる

• 木質バイオマス利用が森林の荒廃やはげ山の発生を
招くことを防ぎ、健全な森林整備と再生可能エネル
ギー利用の両立が図られる

今後のFIT制度方針１）を踏まえた課題
• 薪炭林をエネルギー需要に向けて再生
• 日本の木材に合った木質バイオマスボイラーの開発

森林資源の持続可能性に配慮した木質バイオマスにおける需要側と供給側の情報交換を強化

木質バイオマス需給情報交換体制の整備 提言6ｰ3

出典：1)2026年度以降の10,000kW以上の一般木質等バイオマス発電（燃料は
輸入が主）がFIT/FIP制度の新規認定対象外となる。
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6-1.非住宅民間木造化支援
6-2.木造マイスター制度（設計者育成）

→非住宅木造化の促進
（製材・合板・集成材等 ）

6-3.森林資源の持続可能性に配慮した需給調整
体制の整備

→持続可能な木質バイオマス
（燃料等）

利用

還元

通直
A材

やや曲がり
B材

曲がり・枝条
C材

製材

燃料・紙

合板・集成材

木材カスケード利用の実現
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関係性を継承し専門性を活かす自治体の仕組み

1. 関係性や専門性を組織として継承する
• 頻繁な人事異動の中で、対外的な関係性や専

門性を組織知として継承する
• 住民感情や対立点を含む「関係性情報」を引

継ぎ・共有する
• 対外調整の専門人材を長期配置する

2. 職員の能動的関与を仕組みで支える
• 初動対応や庁内連携を円滑にする仕組みを整

える
• 住民とともに動く行動を育成を主眼とした人

事評価に位置づける

１）それぞれインタビューによる。（鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える会、秋保再エネ問題連絡会、先達山を注視する会、杜の都バイオマス発電所、北海道グリーンファンド）
２）それぞれインタビューによる。行政職員の人事異動による専門性継続の難しさに言及されている（一般社団法人サスティナビリティセンター）、積極的に動く人が多くないのが実情との見解（静岡銀行）、行政だけでも対応は困難、中間支援が必要と言及（宮城大学）

● 再エネ分野において１）

• 環境影響への懸念に加え、自治体対応に一貫性が
ないと感じられること自体が、住民の不信に
つながるケースがある

• 頻繁な人事異動における引継ぎは個人任せ、住

民感情や過去の対立点などの経緯や関係性が組
織として蓄積・共有されにくい

● 再エネ＆生物多様性の両分野において２）

• 関与主体が多く、計画からモニタリングまで長期
に及ぶ事業である

• 一方で、人事異動により担当職員が複数回入れ替

わり、専門性や対外的関係性がリセットされ
やすい

• 初動対応や庁内連携が属人的になり、職員が能
動的に関与し続けにくい構造となっている

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済

提言7
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①関係性も含めた引継書を標準化する
再エネならではの、一貫性、多主体連携、長期スパンといった要素を
加味し、丁寧な引継書＋関係性マップで感情、対立点、経緯などを
可視化する（詳細次ページ）

②対外調整の専門人材を長期配置する
再エネ・生物多様性分野の対外調整担当を「専門職務」と位置づけ
地元理解のある人材を配置する（5～7年）

関係性や専門性を組織として継承するための提言

【提言先】
①県・市町村の再エネ、環境共生部門
②県・市町村の人事部門／人事委員会

【期待される効果】
①住民との関係性の断絶を防ぐ。

異動しても政策が止まらず、行政の一貫性が向上
②専門性の蓄積により、外部依存を軽減。

再エネ案件の初期段階での対立コストを削減

【類似事例】
①山形県における引継書テンプレート
②紫波町オガール事業での役場職員の育成と伴走

【実現するためのポイント】
①引継書は記録と点検を兼ねて日々更新

関係性マップの開示非開示は個別判断
②地域価値が理解できる人材が重要

広域連携で専門担当を共同配置

提言7-1

図：ＷＳＤ作成（ChatGPT〈OpenAI〉を用いて生成）
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引継書テンプレ１）

引継書と「関係者マップ」のイメージ

年間
スケジュール

関係連絡先
公的機関・

識者・
NPO等

全体像
業務目的
業務概要

引継書
（再エネ共生

業務）

案件
単位の

詳細記録

関連
システム
操作手順

根拠法令
要綱要領

業務上の課
題・懸案事項

案件単位の記録

・事業計画／地域課題概要
・経過（時系列）
・論点の整理
・行政の判断プロセス
・個人情報は載せない
・対応上の注意点（抽象）
・次アクション など
（文字情報や現場写真レベ
ル）

関係者マップ２）（人脈②）

・関係者間のつながり（住民、事業
者、行政、政治家、関連団体、
学者・専門家、メディア等）

・人物組織ごとの思惑
・立場・温度感／経緯
・注意すべき人物対応
・禁忌事項

⇒本マップは情報公開法・個情法・公文書
管理法・地公法を踏まえ行政文書となるが、
開示・非開示については個別判断となる

さらに踏み
込んだ人間
関係情報

〇〇業務
手順

各種データ
保存場所

用語集
Q＆A

すぐにやるこ
とリスト

1

2                 

3

4

5

6                

7

8

9

10                

11
12～

人脈①
連絡先＋何を助けて

くれるかも記載

１）山形県庁「引継書テンプレート」を参考にWSD改定
２）詳しくはソフト・システムズ方法論（SSM）：Checkland, P. による問題構造化手法を参照（関係性マップは「リッチピクチャー」というSSMの中核ツール）

提言7-1
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①初動対応のプロセスを内規等で定める
相談受理後必要に応じてすみやかに関係者間協議の場をセット

②能動的な行動を育てる人事評価制度
関係者との対話のプロセスをしっかり評価できるようにする

職員の能動的関与を仕組みで支えるための提言

【実現するためのポイント】
①案件ごとに柔軟な初動対応ができるように

し、“状況把握”という一般事務の範囲で行
う“情報確認”として位置付け

②人事制度への組込み（目標による管理と
人事評価）

【提言先】
①県、市町村の人事総務系、再エネ推進系

生物多様性推進系
②同、総務人事系部署

【期待される効果】
①行政が「待ちの姿勢」から脱し、初期不信の芽を

早期に摘む。関係者間の対話が構造的に改善
②行政内部で能動性が正しく評価される文化の形成

【類似事例】
①・盛岡市景観条例案（歴史景観地域等における特定中高

 層建築物の建築に係る事前協議等の制度化）※1

・バイオマス発電所のFIT説明会（美里町）
②各自治体内の評価制度や運用レベルで事例多数

提言7-2

図：ＷＳＤ作成（ChatGPT〈OpenAI〉を用いて生成）
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初動対応で「地域の関係性」を育てる

再エネ種別 初動担当部署の例 初動確認のポイント

太陽光（林地） 環境政策課・林政課 伐採・土砂・景観 不可逆性の観点、長期的な開発
になるかどうか、多主体になる
可能性がありそうか。個別案件
の対応内容・許認可判断は、事
案の特性に応じて所管部署が判
断する

風力 環境政策課・林政課・企画課 騒音・影響範囲・住民関係

バイオマス 産業振興課・環境政策課 原料・排ガス・地域産業

地熱 観光課・環境政策課 温泉協会との関係

小水力 建設課・農林課 河川利用・水利権

●初動対応の対象となる状況（例）
✓ 事業内容が不明なまま、住民の不安が寄せられた場合
✓ 計画前段階で事業者から相談があった場合
✓ 条例等の想定外だが地域価値に関わる動きが見られた場合
※ 許認可判断ではなく、行政として関与が必要かを整理

●初動対応担当部署（例）
受付は既存の市民相談課や総務系企画課等で行う。※不明な段階でも、行政が引き受ける体制を明確化

●初動対応標準化（考え方）
対応内容を画一化するのではなく、関与開始までの責任と時間軸を明確にする
✓ 誰が引き受けるか
✓ いつまでに整理するか（例：2週間）
✓ 関係者協議の場を設けるか

提言7-2

図：ＷＳＤ作成（ChatGPT〈OpenAI〉を用いて生成）
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初動対応を支える評価制度設計

目的：再エネ・ネイチャーポジティブ分野において、結果ではなく「初動対応のプロセス」を評価対象として
明示する（※ 昇給・賞与の直接評価ではなく、昇任昇格の参考情報として利用。能動性を育むための人材育
成が主目的）

評価軸 具体的な行動例 評価の観点 自己評価 上司評価

初期相談への対応・記
録

• 住民・事業者等からの初期相談を受け止め
た

• 相談内容・時点・関係主体を簡潔に記録し
た

正式手続前でも整
理行為を行ったか

点数化ではなく自
身の行動の振り返
りを行う

上司による事実確
認。点数化せずに
評価面談での言語
化を重視

協議の場の準備や論点
の一次整理（判断を伴
わない）

• 環境・土地利用・景観・生物多様性等の影
響が想定される論点を列挙した

• 可否判断や助言を行わず、論点整理に留め
た

許認可・行政指
導・行政判断など
と整理行為を区別
できているか

関係課・関係者への情
報共有

• 必要な関係課へ初期情報を共有した
• 共有内容・日時を記録として残した

属人的対応にせず、
組織で共有したか

説明・対話の初期対応 • 現時点で「分かっていること／分からない
こと」を区別して説明した

• 不確実性を含め、誤解を招かない対応を
行った

期待値調整・信頼
形成への配慮

継続性・引継ぎへの配
慮

• 初動対応の経緯を文書・共有フォルダ等に
整理した

• 次担当者が把握可能な形で残した

個人対応で終わら
せなかったか

提言7-2

「動いてよい行動」を
明示し、能動性が“損に
ならない”環境をつくる
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関係性を継承し専門性を活かす自治体の仕組み

自治体が関係性と専門性を継続的に蓄え、
地域と協働して再エネと生物多様性を進められる社会

7-1関係性の継承
と専門性の蓄積

7-2能動性の発揮
（7-1があるからできる）

地域課題との
向き合い促進

再エネ＆生物多様性を
通じた豊かな社会づくり

信頼
関係

提言7

図：ＷＳＤ作成（ChatGPT〈OpenAI〉を用いて生成）
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WSDの提言の全体像

第1部第5章2節は
これで回収することを
イメージしていたので、
このスライドがのこってくれるのはありがたい

【良い再エネの推進】

地域の自然資源を適切に活用し、合意形成を前提に導
入される、地域に貢献する再エネの推進

提言1 促進区域設定に係る市町村負担の軽減

提言2 地域センターへの合意形成促進機能追
加

提言3 「再エネ育成人材プログラム」の導入

自然資源の保全と活用の好循環

【生物多様性の主流化】

地域資源が地域の社会経済の基盤として活用され生物
多様性が守られること

提言4 「生物多様性マップ」の作成と地域づ
くりへの活用

提言5 民間企業と自然共生サイトのマッチン
グ

提言6 木材資源のカスケード利用

【基盤：行政・ガバナンスの強化】

提言7 地域との関係性を継承し、専門性を活かす自治体の仕組み

全体的な色

再エネ人材育成プログラム
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提言1
市町村負担軽減

提言2
合意形成促進

提言3
再エネ専門人材

の育成

提言4
生物多様性マッ

プ作成

提言5
地域の多主体連
携を促進する
マッチング

提言6
森林資源のカス

ケード利用

提言7
関係性継承・
能動性発揮

○ 地域経済への
持続的な貢献

○ 住民への経済
的利益の還元

○ 地域経済循環
を支える専門性

○ 自然資源デー
タを観光振興等
に活用

●生物多様性を
活用するビジネ
スを創出

● 木材利用と資
源循環で地域経
済活性化

○信頼関係が地
域課題解決につ
ながる

● 住民理解と
フェアプロセス

● 住民理解の促
進

● 行政職員の専
門力向上

● 市民生物調査、
住民の大切にし
たい自然の把握

● 地域多主体連
携

● 森林を地域資
源として活用

●関係性や専門
性を組織として
継承

● 手続き・立地
調整の改善

● 行政が立ち入
れない問題への
アプローチ

● 行政の政策遂
行能力を底上げ

● 行政での自然
資源データの基
盤づくり

○県の制度設
計・マッチング
基盤

○ 県・市の森林
政策

●職員の能動的
関与を仕組みで
支援

●
＝
主
に
貢
献

○
＝
副
次
的
に
貢
献

社
会
・
人

ガ
バ
ナ
ン
ス

経
済

各提言と「経済」、「社会・人」、「ガバナンス」の対応表



経済
⚫ 環境保全活動それ自体に、どうビジネス

的側面を持たせるか（ビジネス性が薄い
と社会全体の変革は難しい）

ガバナンス
⚫ 生物多様性マップのデータをどのように

整備・運用していくか
⚫ 生物多様性を地域の価値としてどう地域

づくりに活用していくか

経済/分配的公平性
⚫ 再エネが地域経済に貢献するためには、

どうすればいいか/どういった貢献の
形があるかなど

⚫ 温対法の促進区域制度に関する経済的
インセンティブが薄く、行政や事業者
にとってどう魅力的な制度にしていく
か

再エネを巡る課題 生物多様性を巡る課題

本研究における残された課題について
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～結びに～

WSDの研究は、「削減する」「導入する」という発想を超え、「共に生きる力を育て

る」という価値を地域レベルで探求する意義深い取り組みである。東北の地域づくり、

生物多様性、再生可能エネルギー、人材育成、自治体ガバナンスを結びつけ、世界の潮

流と呼応しながら未来社会のモデルを提示しようとするこの研究は、まさに時代の問い

に応答するものである。

私たちの研究は、東北から始まる。しかし、その射程は東北にとどまらない。地域が

持つ物語・資源・制度・経験を編み直し、「地域から世界を変える可能性」を具体的に

描くことで、次の世代へと続く新しい未来像を提示する研究である。



ご清聴ありがとうございました！

画像作成：ChatGPT（OpenAI, GPT-4oを使用）



補足資料
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4月
・環境省 東北地方環境事務所 地域脱炭素創生室／地域生物多様性増進室
・宮城県 環境生活部 環境政策課／次世代エネルギー室／自然保護課

5月
・一般社団法人サスティナビリティセンター（南三陸 海のビジターセンター）
・南三陸BIO工場(アミタサーキュラー株式会社)
・南三陸町 農林水産課 ・南三陸町自然環境活用センター

6月
・株式会社KURIMOKU ・株式会社サスティナヴィレッジ ・鳴子温泉郷観光協会(旅館ゆさ)
・鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える会 ・旅館すがわら ・社会福祉法人 鳴子こども園

8月 ・シンエネルギー開発株式会社＆美里町役場（FIT住民説明会）

文献
調査前期 ヒアリング・視察先(順不同・敬称略)

ヒアリング経過
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9月

・山形県 総務部行政経営企画課 ・秋保再エネ問題連絡会 ・先達山を注視する会
・一般社団法人南三陸サステナビリティセンター ・東北大学 財務部 ・東北大学 中田俊彦教授
・東北大学COI-NEXTネイチャーポジティブ発展社会実現拠点 ・にかほ市 企画振興部総合政策課
・東北環境パートナーシップオフィス EPO東北 ・由利本荘 にかほ市の風力発電を考える会
・秋田県 産業労働部クリーンエネルギー産業振興課 ・一般社団法人LEI ・株式会社静岡銀行

10月
・公益財団法人日本自然保護協会  ・宮古市エネルギー環境部 エネルギー推進課  ・株式会社佐久
・公立大学法人宮城大学 小沢晴司教授 ・自然共生サイト 沢田上地区の居久根
・自然共生サイト 童子下の田んぼ ・南三陸地域イヌワシ生息環境再生プロジェクト協議会

11月

・福島県 生活環境部環境共生課 ・福島市 環境部環境政策課再エネ共生係 ・長野県 環境保全研究所
・NPO法人環境あきた県民フォーラム ・NPO法人 青森県環境パートナーシップセンター 
・仙台市環境局 環境企画課 ・仙台市環境局 事業ごみ減量課 ・唐津市 市民環境部環境課
・福井県 農林水産部県産材活用課 ・静岡県 経済産業部農地局農地保全課
・弘前大学 山岸洋貴准教授 ・宮城県 環境生活部自然保護課・みちのく薪びと祭り(事務局：EPO東北)
・岐阜県 林政部県産材流通課 ・青森県 環境エネルギー部環境政策課、財務部税務課
・福島県中小企業家同友会 県環境委員長 大内政雄 ・合同会社 杜の都バイオマスエナジー
・公益財団法人 みやぎ環境とくらしネットワーク(MELON)

12月 ・特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド ・林野庁 東北森林管理局 仙台森林管理署

文献
調査

後期 ヒアリング・視察先(順不同・敬称略)

ヒアリング経過
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活動の記録①

環境省 
東北地方環境事務所

宮城県庁 アミタ サーキュラー株式会社 南三陸町役場

株式会社KURIMOKU 鳴子温泉郷のこれからを
考える会

旅館すがわら
(バイナリー発電)

抜け漏れがないか
各自でチェック
[ ]浅香
[ ]岩佐
[ 済]木船
[ 済]古仲
[ 済]島田
[ ]張
[ ]久松

鳴子こども園

ヒアリング経過
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活動の記録②

にかほ市役所 秋田市 新屋浜
ブレード落下事故現場

一般社団法人LEI秋田港 洋上風力群

秋田県  産業労働部

抜け漏れがないか
各自でチェック
[ ]浅香
[ ]岩佐
[ 済]木船
[ ]古仲
[ 済]島田
[ ]張
[ ]久松

仙台市環境局
事業ごみ減量課

仙台市環境局

ヒアリング経過
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自然共生サイト
「童子下の田んぼ」

自然共生サイト
「沢田上地区の居久根」

みちのく薪びと祭り

ネイチャーポジティブキャリア
フェスタ vol.2 at 仙台杜の都バイオマス発電所

ヒアリング経過

活動の記録③
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• 4月15日 カードゲームを通じたカーボンニュートラル体験

•  4月24日 今さら聞けない「ネイチャーポジティブ」Vol.1『ネイチャーポジティブを知ろう！なぜ今、取り組むのか？』（オンライン）

• 5月25日 地域脱炭素フォーラム2025in神戸（オンライン）

• 6月13日 北海道宗谷地方の風力発電設備問題（オンライン）

• 6月14日 第3回 全国再エネ問題連絡会 全国大会（オンライン）

• 6月15日 地域脱炭素フォーラム2025in福岡（オンライン）

•  7月30日 「ネイチャーポジティブ」最前線Vol.1『自然を測る方法、何がある？どう使う？』セミナー（オンライン） 

• 9月20日 MELONフェスタ2025

• 9月27日 南三陸イヌワシ野生復帰フォーラム

• 9月30日 環境影響評価研修 第１回「アセス制度」（オンライン）

• 10月 4日 地域脱炭素フォーラム2025in高松（オンライン）

• 10月18日 地域脱炭素フォーラム2025in名古屋（オンライン）

• 10月22日 地域脱炭素フォーラム2025in広島（オンライン）

• 10月23日 今さら聞けない「ネイチャーポジティブ」Vol.4『ネイチャーポジティブとカーボンクレジット』（オンライン）

• 10月24日 環境影響評価研修 第２回「アセス技術」（オンライン）

• 10月27日 令和7年度第2回グリーンファイナンスセミナー（オンライン）

• 10月29日 地域脱炭素フォーラム2025in仙台

• 11月 6日 地域脱炭素フォーラム2025in新潟（オンライン）

• 11月 6日 東北大学COI-NEXTネイチャーポジティブ発展社会実現拠点座談会

• 11月12日 環境影響評価研修 第３回「アセス関連技術」（オンライン）

• 11月15,16日 みちのく薪びと祭りStage2 in 福島西郷

• 11月21日 地域脱炭素セミナー第八回「地域脱炭素に取り組む自治体による事例紹介」（オンライン）

• 12月13日 ネイチャーポジティブキャリアフェスタ vol.2 at 仙台

参加したセミナー・研修
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総論：補足資料
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再エネと自然との共生の取り組み

自然環境

経済 社会・人 ガバナンス

再エネと生物多様性の活用に必須な3要素

前提

出典：WSDメンバー作成

WSDの認識について

豊かな地域づくり（地域課題の解決）

他の
取り組み

他の
取り組み

提言では入れられていない
・分配的公平性
・温泉熱のカスケード利用
・生ごみ利用
・

参考資料

総論



112

「生物多様性国家戦略2023-2030」第2章第2節 目指すべき自然共生社会像により

生物多様性の主流化について
参考資料

総論



出典：環境省「令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委託業務報告書」

陸上風力

中小水力
※比較的小規模な水力発電

再生可能エネルギーの導入ポテンシャル



出典：『日本経済新聞』（2024年7月30日朝刊）

2011~22年度の導入実績ペースでいくと…

・地元同意取付の困難

・設置に関する専門的知見・技能を持った

人材の不足
・資材の高騰、送電網の制約など

実情

2030年度には3060億キロワット

→電源構成全体の30%程度

遅れの要因

再生可能エネルギー導入の課題について
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提言１：補足資料
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出典：環境省「地域脱炭素促進のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第5版）」

都道府県基準について
参考資料

提言1



117出典：環境省「地域脱炭素化促進事業計画の認定」https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/h_manual/s7.html

促進区域の設定に関する認定手続きフロー

促進区域設定における認定手続きフローについて
参考資料

提言1
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温対法
都道府県基準 32都道府県

促進区域 66市町村

出典：農林水産省（2025年6月）「農山漁村再生可能エ
ネルギー法について」

出典：環境省「地域脱炭素化促進事業策定・設定状
況」「脱炭素取り組み状況マップ」、

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei_ja

pan3.html

➢ 促進区域のうち、その大半が公用地への設置や屋根設置型の太陽光発電事業
であり、理想形である「広域ゾーニング型」は少数にとどまっている

➢ 促進区域、設備整備事業とも少数にとどまる。その中でも促進区域の方が少
ない

➢ 農山漁村再エネ法の設備整備事業は東北エリアで最も策定数が多い

温対法と農山漁村再エネ法について

農山漁村再エネ法
基本計画

設備整備事業 112市町村

参考資料

提言1



119出典：環境省（2025年）「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第５版）」

徳島県による都道府県基準のマップ化
参考資料

提言1-1



120出典：環境省（2025年）「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第５版）」

熊本県の事例
市町村が促進区域を円滑

に設定できるよう、
• 県が情報収集
• ゾーニングマップ素案

作成
• 協議会の開催等を主導

熊本県による広域的ゾーニング事業（風力）
参考資料

提言1-1
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青森県共生条例における合意形成プロセス（共生区域外）

出典：青森県（2025年）「青森県自然・地域と再生エネルギーとの共生条例案（仮称）の骨子について」

参考資料

提言1-2
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出典：青森県「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要」

（左：環境影響評価前、右：環境影響評価後）

青森県共生条例における合意形成プロセス
参考資料

提言1-2



123出典：青森県「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要」

青森県共生条例における合意形成プロセス
参考資料

提言1-2
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（第21条第7項）
７ 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、

かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合に
あっては、当該基準に基づき、定めるものとする。

⇩
改正案：
（第21条第7項）
７ 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準及び都道

府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関して定める基準に従い、定めるものと
する。

7の2 前号の都道府県が定める基準を定めた場合には、市町村による促進区域の設定を促すために、
その内容を地図（デジタル化したものを含む。）により可視化するものとする。

7の3 国及び都道府県は、市町村が促進区域を定めるにあたり、必要な情報の提供その他の支援を行
うものとする。

提言1-1条文イメージ（温暖化対策の推進に関する法律）
参考資料
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追加条文案：
（第22条の2第3項の2）

3の2 都道府県又は市町村が第5項各号に掲げる事項又は第22条の2に定める地域脱炭素化促進事業計
画の認定に関し、条例において本法の趣旨に照らし同等と認められる事項を定めた場合には、環境
大臣と当該条例を定めた都道府県知事又は市町村長との協議に基づき、当該条例に基づく措置を本
法に基づく措置とみなすことができる。

提言1-2条文イメージ（温暖化対策の推進に関する法律）
参考資料
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提言２：補足資料



127

開催主体 参加形式 参加者 法令上の位置づけ

再エネ特措法に基づ

く説明会

事業者 説明会 「周辺地域の住
民」（規定あり）

義務

環境影響評価法上の

アセスメント制度に

おける公衆の意見提

出・説明会等

事業者 意見聴取（配慮書、
方法書、準備書段
階）

国民（地域的限定
なし）

配慮書段階：努力義
務
方法書、準備書段
階：義務

説明会（方法書・準
備書段階）

国民（地域的限定
なし）

義務

温対法に基づく促進

区域の設定

市町村 説明会 地域住民や事業者、
漁業団体などと
いった多様な主体

任意（マニュアルに
記載）

提言2再エネ事業に関する住民参加の場

出典：資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」、大塚直「環境法BASIC」、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル ver.2.0」

参考資料
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参考資料

提言2
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参考資料

提言2
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条文イメージ（地球温暖化対策の推進に関する法律）

（地域地球温暖化防止活動推進センター）
第38条 （略）
2 地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

一 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、
事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対
策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。

二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必
要な助言を行うこと。

三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を
行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。

四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に
又は時宜に応じて提供すること。

五 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
六 地方公共団体、事業者及び住民が連携して地球温暖化対策を推進するため、地域脱炭素化促進施設の整備に

関する関係者間の合意形成の支援を行うこと。当該合意形成の支援は、中立的な立場から行うものとする。
七 前各号の事業に附帯する事業

提言2
参考資料

提言2
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提言３：補足資料
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将来の地方公共団体を担う幹部候補生が、
幹部として必要な政策形成能力及び行政経
営能力、そして、公務員としての使命感及
び管理者意識を身につけることが目的。
一方で、広く行政全般の広範な領域を学ぶ

ため、専門的知識の習得は特別研修などの
限定的な機会となる。
(例：「地域脱炭素研修」（2泊３日程度）)

【総務省 自治大学校】

自治大学校 研修概要
参考資料

提言3
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【環境省 環境調査研修所】

主に環境行政の企画・立案・規制 
等の運用に携わる行政職員を対象
に、環境省の所掌事務について、
当該業務の遂行に必要な専門的知
識、技能習得が目的 
(自治体職員向けは3日～30日が12
コース・オンライン併用) 

環境省 環境調査研修所 研修概要
参考資料

提言3
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【林野庁 森林技術総合研修所】

森林・林業基本計画に基づく
森林の有する多面的機能の発揮
、林業の持続的かつ健全な発展
、林産物の供給及び利用の確保
に関する施策並びに、森林
経営管理制度の円滑な運営に
関する施策等を推進するため
に必要な知識及び技術を備え
た技術者等の育成
(自治体職員向けは2泊3日型、
4泊5日が多く約50コース
・オンラインあり)

林野庁 森林技術総合研修所 研修概要
参考資料

提言3
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～第４回全国市区町村(全国1741 の基礎自治体を調査対象)アンケートの結果から～
（調査実施主体：一橋大学、朝日新聞社、名古屋大学、北星学園大学合

同）

 

(問) あなたの自治体で、再生可能エネルギーの利用に関して課題は？

「事業化に必要となるノウハウや経験が不足していること」（437 団体・33.6％）

(問) 国レベルでどのような政策対応が必要であると考えますか？

「地域における再生可能エネルギーの事業化を支援するため、専門的知見を有す

る人材を育成・派遣する制度」（243 団体・18.7％）

（出典：『地域における再生可能エネルギー利用の実態と課題』藤井康平・山下英俊（2025）https://hit-u.repo.nii.ac.jp/record/2061105/files/keizai0160100010.pdf)

地域における再生可能エネルギー利用の実態と課題 
参考資料

提言3

https://hit-u.repo.nii.ac.jp/record/2061105/files/keizai0160100010.pdf
https://hit-u.repo.nii.ac.jp/record/2061105/files/keizai0160100010.pdf
https://hit-u.repo.nii.ac.jp/record/2061105/files/keizai0160100010.pdf
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・脱炭素に向けて取り組みたいと思っても、職員の専門知識が不足していたり、そも
そもの人員が不足していたりという地方自治体が多いことも課題の一つであるという
認識
から、「地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業」を実施している。

主に初任者を対象に、自治体が地域の再生可能エネルギー事業に取り組むべき意義や
、地域特性に応じた再生可能エネルギー、交通分野や住宅・建築物分野の脱炭素化に
ついてオンライン研修を提供している。また、総務省と連携し、自治大学校などにお
いても、脱炭素のための研修を開講している。さらに、脱炭素アドバイザー資格認定
制度により、自治体職員を含めた地域の脱炭素化のアドバイスや実践の支援を行う人
材の育成を後押しする。

（環境省 地域活性化ガイドブック ～政策解説～）

環境省 人材育成の取組

参考資料

提言3
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地方自治体に多く見られる課題
参考資料

提言3

出典：環境省「再エネの更なる導入拡大に向けた課題と対応」
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再エネ専門人材を望む自治体の声

・専門的知見を得られることは、まちづくりの政策展開の広がりが変わると感じる

・小規模自治体は出張予算の捻出が厳しいので、オンライン+集合研修が望ましい

・国策で力を入れている政策であるならば、国・県・市町村での役割をすみ分けをした上
で、専門性向上にも支援してほしい

・政策立案におけるディベートを学ぶ場が欲しい

・政策立案の場で、管理職に専門的知見があれば一般職員からの提案が拾われやすくなり、
政策実現に繋がりやすいと感じる

・日常の実務に追われてどのような専門的研修が存在するか調べる余裕がない

※自治体職員に筆者がヒアリング。

参考資料

提言3
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自治体における専門知識の不足について

出典：エネがえる運営事務局調べ

参考資料

提言3
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出典はここに小さくていいので書く。
「現状」の部分で書いたヒアリング情報などで、根拠をここに明記する。（例： ※１ 「木船がハッピーターンが大好きだ」という話を〇〇市役所●●課で聞く）

地方公共団体の場合における人材育成の方針
参考資料

提言3
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人材開発の目的

能力開発

⚫自治体の総合計画等実現のために職員の能力を高め、パフォーマンスを向上
させること

⚫人材開発と能力開発の関係

–能力開発：個人が自分の能力を主体的に開発する活動

–人材開発：組織が経営に必要となる人材を戦略的に開発する活動

キャリア開発
支援

教育の提供
能力開発機会

の獲得
キャリア開発

人材開発

組織 個人

成 果

成 長

キャリアの形成総合計画等の実現

行政サービスの向上

持続可能な行財政

参考資料

提言3



142

成人における学び 70：20：10の法則

出典：米国のリーダーシップ研究の調査機関ロミンガー社の調査

公的な学習機会
（Formal learning)

他者との社会的な関わり
（Social learning）

実際の仕事経験
（Experiential learning)

Formal
Classroom

Informal
Workplace

参考資料

提言3
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提言４：補足資料



144出典：鎌ヶ谷市「生物多様性を守る意味」

生態系サービスについて
参考資料

提言4
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国民の環境意識について①

内閣府「生物多様性に関する世論調査」（令和4年7月）

内閣府「生物多様性に関する世論調査」（令和4年7月調査）https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-seibutsutayousei/2.html

自然について「関心がある」と答えた者
の割合は75.3%

生物多様性という言葉について、
「意味は知らないが、言葉は聞いたこと
があった」と答えた者の割合は43.2％、
「聞いたこともなかった」と答えた者の
割合は26.5％

自然に対する関心度

生物多様性の言葉の認知度

参考資料

提言4
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国民の環境意識について②

内閣府「生物多様性に関する世論調査」（令和4年7月）

内閣府「生物多様性に関する世論調査」（令和4年7月調査）https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-seibutsutayousei/2.html

生物多様性保全活動を制限する要因

生物多様性の保全に貢献する行動を制限する要
因として、「何をしたらよいのか、よくわから
ないこと」を挙げた者の割合は50.7％

参考資料

提言4
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仙台市民の環境意識について①

仙台市「自然環境（生物）に関する市民意識調査」（平成27年）

仙台の自然を守り豊かにするため
の活動に、あなたはどのように関
わりたいですか。

あなたは仙台の自然を守り豊かに
するための活動をしていますか。

あなたは、自然についてどの
程度愛着や関心がありますか。

仙台市「自然環境（生物）に関する市民意識調査」（平成27年調査）https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/tayose/ishikichosa/documents/h27siseimoni.pdf

9割近くの人が自然に愛着
や関心を持っている

7割近くの人が活動をして
みたいと感じている 3割の人がイベントなどに

参加したいと感じている

参考資料

提言4
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仙台市民の環境意識について②

仙台市「自然環境（生物）に関する市民意識調査」（平成27年）

仙台の自然を守り豊かにするため、今後仙台市が力を入れていくべきことは何だと思いますか。

仙台市「自然環境（生物）に関する市民意識調査」（平成27年調査）https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/tayose/ishikichosa/documents/h27siseimoni.pdf

8割以上の人が、「自然観察会・
体験イベントの開催等、自然と
触れ合う機会の充実」に力を入
れていくべきだと考えている

参考資料

提言4
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杜々かんきょうレスキュー隊について

• 「杜の都の市民環境教育・学習推進会議」
（ FEEL Sendai ）のプログラムの一つ

• 仙台の特色ある自然環境・社会環境を素材
に、環境NPOなどが環境学習プログラムを
作成し、提供する事業

• プログラムを体験し、身近な自然や地球を
守るために環境に配慮した行動の取れる人
（＝杜々かんきょうレスキュー隊員）とな
ることを目的とする

• 作成された環境学習プログラムは、市内の
小中学校や保育所等を対象に実施し、普
及・活用を行っている

市民・NPO・学校・
事業者・行政等の協働
により、総合的な環境
教育・学習を推進して
いる団体

FEEL Sendaiとは？

出典：せんだい環境Webサイトたまきさん「杜々かんきょうレスキュー隊とは？」 https://www.tamaki3.jp/feelsendai/rescue/ （閲覧2025/12/1）

参考資料

提言4

https://www.tamaki3.jp/feelsendai/rescue/


150

提言５：補足資料



151出典：環境省「良好な環境を活用した観光地域づくり」https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/（閲覧2025/12/19）

自然共生サイトの活用－エコーツーリズム
参考資料

提言5

https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/


152出典：環境省「良好な環境を活用した観光地域づくり」https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/（閲覧2025/12/19）

自然共生サイトの活用－エコーツーリズム
参考資料

提言5

https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/
https://policies.env.go.jp/water/good-environment-tourism/


153出典：林野庁「企業による森のプログラム活用の意義」https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kassei/sangyou/attach/pdf/251215-1.pdf

自然共生サイトの活用－社員研修
参考資料

提言5



154出典：林野庁「企業による森のプログラム活用の意義」https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kassei/sangyou/attach/pdf/251215-1.pdf

自然共生サイトの活用－社員研修
参考資料

提言5



155出典：株式会社 叶 匠寿庵「100年の里山づくり」https://kanou.com/gnaviplus/company/（閲覧2025/12/19）

自然共生サイトの活用－養蜂（新規事業）
参考資料

提言5

https://kanou.com/gnaviplus/company/


156
出典：農林水産省「遊休農地の課税の強化」https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf（閲覧2025/12/16）

キリンホールディングス株式会社「キリングループの生物多様性保全に関する取組み」https://www.env.go.jp/content/000164774.pdf（閲覧2025/12/19）

メリット－課税強化の回避
参考資料

提言5

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf（閲覧2025/12/16
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf（閲覧2025/12/16
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf（閲覧2025/12/16
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf（閲覧2025/12/16
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf（閲覧2025/12/16
https://www.env.go.jp/content/000164774.pdf


157出典：環境省「令和７年度生物多様性保全推進支援事業_事業概要」https://www.env.go.jp/content/000331486.pdf（閲覧：2025/12/19）

自然共生サイトの共同認定に向けて取得可能な支援
参考資料

提言5

https://www.env.go.jp/content/000331486.pdf
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出典：中小企業庁『中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン』https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/guideline.pdf（2025/12/19）

中小企業庁『 2025年版 中小企業白書』https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_3.html（閲覧2025/12/19）

人材採用定着の支援
参考資料

提言5

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/guideline.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_3.html


159出典：仙台市「特別緑地保全地区」https://www.city.sendai.jp/ryokuchihozen/kurashi/shizen/midori/shinse/torikumi/hozenchiku.html（閲覧2025/12/16）

仙台市「特別緑地保全地区」
参考資料

提言5

https://www.city.sendai.jp/ryokuchihozen/kurashi/shizen/midori/shinse/torikumi/hozenchiku.html（閲覧2025/12/16
https://www.city.sendai.jp/ryokuchihozen/kurashi/shizen/midori/shinse/torikumi/hozenchiku.html（閲覧2025/12/16
https://www.city.sendai.jp/ryokuchihozen/kurashi/shizen/midori/shinse/torikumi/hozenchiku.html（閲覧2025/12/16
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みやぎ環境税

出典：宮城県「「森林環境譲与税」と「みやぎ環境税」の概要」https://www.pref.miyagi.jp/documents/12938/003_joyo_kankyo_hp.pdf
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みやぎ環境税使途（2021～2025年度）
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人材育成

出典：みやぎ環境税HPより
WSD作成

みやぎ環境税
参考資料

提言5
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共同実施可能なみやぎ環境税の事業

出典：宮城県「新みやぎグリーン戦略プランに基づき、令和7年度に実施する事業一覧」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/kankyouzei4.html
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生物多様性の保全活動に取り組む事業者や団体と、そうした取組を支援したい団体を取
りまとめ、お互いのニーズにあった活動を引き合わせるなど、県内の生物多様性の取組

が促進される仕組みを作ります。

ネイチャーポジティブの実現に資する、ビジネスマッチング、技術開発支援などの検討
を行います。

------「宮城県生物多様性地域戦略」（第2次改訂）
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事業のモデル図
参考資料

提言5
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事業のモデル図
参考資料

提言5
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提言６：補足資料
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参考資料

提言6木材需要量の推移
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参考資料

提言6生物多様性と森林
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参考資料

提言6木材の循環利用
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参考資料

提言6

出典：林野庁「森林と生物多様性」

森林の多面的機能
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地域全体での木材カスケード利用の推進

林野庁「木材の利用の促進について」

林野庁「令和2年度 森林・林業白書」

参考資料

提言6
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参考資料

提言6建築物の木造化率
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参考資料

提言6木質バイオマスの概要
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宮城県の素材需要量・外材率

出典：木材需給報告書，木材統計（農林水産省統計情報部）
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宮城県の木材の用途別需要量

出典：木材需給報告書，木材統計（農林水産省統計情報部）
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参考資料

提言6新設住宅着工戸数の動向（宮城県）

出典：国土交通省「新設住宅着工統計」
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参考資料

提言6宮城県の森林

出典：令和6年度版 みやぎの森林・林業のすがた
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宮城県の林業・木材産業② 提言6

参考資料

出典：令和6年度版 みやぎの森林・林業のすがた
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参考資料

提言6宮城県の林業・木材産業②

出典：令和6年度版 みやぎの森林・林業のすがた



180

①「木質系資材等地球環境影響調査報告書」(財)日本木材総合情報セン
ター(1994) 

②「木材工業ハンドブック」 

③「木材利用啓発推進調査事業報告書」(財)日本木材総合情報センター

参考資料

提言6製造時エネルギーの比較 
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提言6木材利用の炭素固定効果 

出典：林野庁 令和2年森林・林業白書



182

提言７：補足資料
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自治体における地球温暖化対策について

出典：2025年3月調査
令和６年度環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室委託
令和６年度「地方公共団体実行計画策定・管理等支援システムのプロジェクト管理支援及び政策的助言等」に係る委託業務
令和6年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査

自治体の地球温暖化対策職員は少ない

提言7

参考資料
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人材マネジメントの観点と提言領域

採用・

退職

能力

開発

評価・

処遇

配置・

異動

提言７
の範囲

提言３
の範囲

専門人材を
育てる提言

専門人材を
活かし続ける
仕組みの提言

提言7

参考資料

出典：WSD作成
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継承が個人任せになりやすい構造を変える

【ニーズ】
・異動で関係性が断絶しがち
・再エネ/自然共生は長期関与が前提

【提言先】
・県、市町村の再エネ/自然共生部門

【提言内容】
・引継書テンプレート化（関係者一覧＆

マップで状況、経緯、禁忌など）
・三段引継ぎ（文書＋面談＋同行）
・三層引継ぎ構造

（主担当→副担当→新主担当）等

【現行施策・法律】
・事務引継規程は関係性が欠落
・既存制度のガイドラインは事業者

義務が中心
・自治法内で運用可

【先行事例】
・山形県：引継書テンプレ
・自治体におけるCRMシステムの活用

【期待効果】
・不信防止・専門性継続
・外部依存減・対立回避
・負担軽減

【導入プロセス】
1. 現行規程の棚卸し
2. テンプレ作成
3. 試行運転と事例共有
4. 点検および改訂
5. 本展開＋OJT

【想定される問題】
・記録負担
・主観情報扱い
・形式主義リスク
・情報管理懸念

【想定される問題の克服策】
・項目固定
・三層引継ぎ
・開示、非開示（黒塗り対応）は

個別判断
・保存期間設定

【提言の詳細】関係性引継ぎの標準化・制度化— 再エネ推進＆自然共生の基盤をつくる —

関係者マップのイメージ図※１

※１ 学校法人産業能率大学総合研究所資料より・イメージ図

提言7-1

参考資料
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業務遂行の上での調達と運用（B/S的フレーム）

仕
事
の
大
き
さ
（
質
・
量
）

調達運用

自
分
の
力

他
人
の
力

運用 調達

自
分
の
力

他
人
の
力

運用 調達

自
分
の
力

他
人
の
力

１年目

２年目

３年目

運用 調達

自
分
の
力

引継ぎ

後任はおおよそジェネ
ラリスト的な観点にお
いて等価交換的な人事
異動がなされるが、専
門知識面では前任のよ
うな蓄積がないため、
力は落ちる

部
署
Ａ
の
仕
事

部
署
Ａ
の
仕
事
（
新
た
な
仕
事
が
追
加
）

部
署
Ａ
の
仕
事
（
さ
ら
に
仕
事
が
追
加
）

だからこそ、引継ぎにおいては、社会関係資本
（人脈）の引継ぎも大事である。

前任が行っていた仕事量を
こなすためには、前任が保
有していた他人の力（社会
関係資本）も引き継がない
と同等の仕事はこなせない

提言7

参考資料

他
人
の
力

前
任
の

前
任
の

後
任
の

後
任
の

出典：WSD作成
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継承が個人任せになりやすい構造を変える
【提言の詳細】対外調整の専門人材を長期配置

【ニーズ】
・再エネ・NP分野は住民・地権者・

事業者・NPO・研究者・議会等との
対外調整が継続的に発生

・人事異動（3～5年）により関係性・
調整ノウハウが個人依存のまま断絶

【提言先】
・県・市町村の人事部門／人事委員会

【提言内容】
・公募制（庁内＋外部からの受けれ）
・再エネ・生物多様性分野の対外調整
を「専門職務」と位置づけ
・一定期間（目安5～7年）専門人材を
長期配置
・関係性引継ぎ・初動対応の中核を担
う
・「主→副→新主」の三層引継ぎで断
絶防止（先の提言同様）

【現行施策・法律】
・職務特性に応じた長期配置は例あり

例：防災危機管理、企業誘致系など
・地方自治法／地方公務員法の範囲内
・条例改正不要、内規変更で対応可能

【先行事例】
・紫波町オガール事業での役場職員の
育成と伴走（職員の長期伴走による調
整と事業安定）

【期待効果】
・再エネ分野：初期誤解や対立の予防
・生物多様性分野：市民活動、モニタ
リングの継続的な取組、データ蓄積の
維持
・共通：行政の信頼資本の内部化／外
部委託依存の低減

【導入プロセス】
1. 対外調整業務の洗い出し
2. 対象分野・職務の限定
3. パイロット配置（2～3自治体／部署）
4. 効果検証（対立件数・継続事業数等）
5. 内規化・全庁展開

【想定される問題】
・人事硬直化への懸念
・特定職員への負荷集中
・「属人化を助長する」という批判

【想定される問題の克服策】
・任期を限定（更新制）
・副担当配置、関係性引継ぎテンプレ併用
・職務内容を明文化し、評価制度に反映

提言7

参考資料
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ジェネラリストとスペシャリスト

仕事の幅

専門性

部署A
部署B

３年目

ジェネラリスト
（汎用的な知識・スキル・人脈）
→問題解決能力

スペシャリスト
（分野固有の知識・スキル・人脈）
→問題発見能力

異動の繰り返しによって専門性が高まらない仕組みと
ジェネラリストが育つ仕組みのイメージ図

２年目

1年目

・問題解決という観点においては、ジェネラリスト
のほうが目の前にある問題の解決手段の選択肢が多
くなる。

・一方で専門性が高まることで、「この事象は問題
が起きるかもしれない」といった問題発見がしやす
くなる。

提言7

参考資料

出典：WSD作成
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能動性が発揮されにくい制度環境を変える
【提言の詳細】初動対応のプロセスを標準化

【ニーズ】
・再エネ分野：初動整理を怠ると、後で対

立が爆発する
・生物多様性分野：初動で関われないと、

協働の芽が育たずに消える
・ 個人の意欲ではなく、初動対応が制度上
「位置づけられていない」ことを問題視

【提言先】
・県、市町村の人事総務系、再エネ推進系

生物多様性推進系

【提言内容】
・再エネ・生物多様性分野における「初動

対応プロセス」を庁内ルールとして標準
化

・正式手続き以前の非公式・初期相談を
業務として位置づける

⇒「職員が動いてよい範囲」を言語化・標
準化する試み

【現行施策・法律】
・地方自治法：事務分掌・内部手続は自治

体裁量
・行政手続法：正式手続以前の情報整理・

相談対応は可能
→条例改正を要さず、内規・マニュアルで

対応可能

【類似事例】
・盛岡市景観条例案（歴史景観地域等にお

ける特定中高層建築物の建築に係る事前
協議等の制度化）※1

・実態としての事例：バイオマス発電所の
FIT説明会（美里町）

【期待効果】
・再エネ分野：早期の誤解解消、対立予防
・生物多様性分野：協働・伴走の立上げ成

功率向上
・共通：職員の「動いてよい範囲」が明確

化
→ 能動性の発揮につながる

【導入プロセス】
1. 再エネ・生物多様性分野の初動対

応パターン整理
2. 初動行為の範囲と責任の明確化
3. 簡易フロー・チェックリスト作成
4. モデル部署・自治体で試行
5. 庁内共有・横展開

【想定される問題】
・業務負担増
・責任の所在が不明確になる懸念
・非公式対応への批判

【想定される問題の克服策】
・初動対応は「判断」ではなく「整

理・共有」に限定
・記録、共有を前提とした運用
・上長確認を組み込んだ二段階対応

※ 1盛岡市：歴史景観地域等における特定中高層建築物の建築に係る事前協議等の制度化（案）について https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/public_comment/public_comment/1051841.html

提言7

参考資料
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能動性が発揮されにくい制度環境を変える

【ニーズ】
・再エネや生物多様性分野では、正式な申

請以前の「初動対応」や「関係者調整」
が、その後の対立回避や事業の持続性を
大きく左右する。

・しかし現状では、こうした能動的行動が
職員の評価や処遇に十分反映されておら
ず、結果として「動いた職員ほど負担と
リスクを負う」構造が生じている。

【提言先】
・県・市町村の総務人事系部署が主となり

環境政策課／再エネ・自然共生担当課、
などと連携

【提言内容】
・一般的抽象的な表現ではなく、再エネ・

生物多様性分野特有の初動対応や調整行
為を言葉で明文化し初期対応・調整行動
を促す

・昇給や賞与に直結しないが、まずは評価
面談や昇任判断等で利用。その後勤勉手
当への加点等を検討

【現行施策・法律】
・地方公務員法に基づき、「能力・勤務成

績に基づく人事評価」が制度化されてい
る。

【先行事例】
・多くの自治体で・行動特性（主体性、協

調性、課題解決力 等）、能力区分（企画
力、調整力、説明力 等）を評価項目とす
るコンピテンシー評価が導入されている。

【期待効果】
・職員の萎縮を防ぎ、職員が「動いてよ

い」「考えてよい」と認識するようにな
る。

・再エネ分野では、初期対立の予防、信頼
構築が促進される

・生物多様性分野では長期的取組の継続性
が向上する

【導入プロセス】
1. 能動行動の定義（初動対応・調整等）
2. 再エネ・生物多様性分野で評価面談で

試行運用開始
3. 自己申告＋上長確認による期末面談
4. 検証見直し
5. 処遇への限定繁栄の検討

【想定される問題と克服策】
1. 主観化への対策：評価対象を「判断を

伴わない行動」に限定し、評価観点を
明示

2. 業務負担への対策：新規書類は作らず
既存記録を活用。点数化せず、面談で
の言語化に留める

3. 越権行為への対策：「可否判断・行政
指導は評価対象外」と明記。初動整
理・共有・説明のみを評価

4. バランス問題への対策：全庁一律では
なく「重点政策分野のモデル導入」と
位置づけ。効果検証後に他分野展開を
検討

提言7

【提言の詳細】能動的な職員行動を評価する仕組み

参考資料
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